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監査の要求に係る監査の結果について 

 

 地方自治法第 199 条第６項の規定に基づき、監査の要求に係る監査を実施し

たので、同条第９項の規定によりその結果について、次のとおり公表する。 
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市長要求監査結果報告書 

 

第１ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第６項の規定による市長の要求に基づく監査 

 

 

第２ 監査の要求事項 

   浦添市の事務の執行に関する監査 

（１）平成１９年度 第五次総合行政システム公募から契約締結に関する事務 

（２）平成２０年度以降 第五次総合行政システム契約執行に関する事務                 

（検収・支払・契約解除） 

（３）平成２１年度 第五次総合行政福祉システム公募から契約締結に関する事務 

（４）平成２２年度以降 第五次総合行政福祉システム契約執行に関する事務 

（検収・支払・契約解除） 

（５）平成２２年度～平成２８年度 第五次総合行政システム等運用支援委託契約に関

する事務（Ｃ社、Ｄ社） 

（６）平成２５年度 第五次総合行政システム等の検証方法に関する事務 

（７）平成２５年度 第五次総合行政システム現状業務分析に関する事務（Ｅ社） 

（８）契約解除に対する訴訟外協議に関する事務 

（９）那覇地方裁判所 平成３１年（ワ）第９１号賃貸借料請求事件に関する事務 

（10）福岡高等裁判所那覇支部 令和４年（ネ）第７６号賃貸借料請求控訴事件に関す

る事務 

 

 

第３ 監査要求受理日及び監査期間 

（１）監査要求受理日 令和５年１２月２５日 

（２）監 査 期 間 令和５年１２月２８日から令和７年３月２８日 

 

 

第４ 浦添市監査基準への準拠 

   浦添市の事務の執行に関する監査は、浦添市監査基準に準拠して実施した。 

 

 

第５ 監査の着眼点 

   本件監査は、浦添市の事務の執行が法令等に適合し、正確に行われているか監査
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した。なお、監査対象事項のうち、司法により審理、判断された部分について

は、本監査での判断の対象外とする。 

 

 

第６ 監査の実施 

１ 監査の実施内容 

監査の要求受理後、浦添市から提出された文書等を検分した。また、関係職員か

ら弁明陳述書の提出及び口頭による説明を受けた。 

 

２ 事実の確認に用いた資料等 

  巻末に記載 

※今回の監査の対象となった各種契約事務及び協議等が行われた時期から相当の

年月が経過しており、情報政策課に要求した監査資料について、現在では存在を

確認できないとされるものが多数あった。よって監査された内容は、残存してい

た資料及び情報政策課より回答を得た事項に留まっていることを予め申し述べ

る。     

 

 

第７ 監査の結果 

 

１ 事実の確認 

（１）平成１９年度 第五次総合行政システム公募から契約締結に関する事務 

第五次総合行政システム（以下、行政システムという）構築に向けた意見聴取の執行伺

は、平成２０年１月８日に企画部長で決裁した。意見聴取は平成２０年１月１０日から１

月３１日で行った。 

意見聴取後、行政システム構築に係る公募の執行伺は、平成２０年３月４日に副市長で

決裁した。公募期間は平成２０年３月４日から３月１７日で行った。 

導入に向けて関係部署への説明会の執行伺は、平成２０年３月１３日に情報政策課長で

決裁した。説明会は３月１４日に開催した。 

第五次総合行政システム賃貸借契約（以下、行政システム賃貸借契約という）に係る予

定価格の設定の起案は、平成２０年３月１７日に企画部長で決裁した。 

公募プロポーザルによるシステム構築事業者の決定報告の起案は、平成２０年３月２１

日に副市長で決裁した。 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州（以下、ＮＴＴ九州という）への採用決定通知

の伺いは、平成２０年３月２１日に情報政策課長で決裁した。 

ＮＴＴ九州との契約締結伺は、平成２０年３月２８日に副市長で決裁した。 
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浦添市（以下、市という）とＮＴＴ九州は、平成２０年３月３１日に行政システム賃貸

借契約を締結した。契約期間は平成２０年１０月１日から平成３０年９月３０日、契約金

額は総額 501,480,000円である。 

ＮＴＴ九州との消費税増税に伴う変更契約は、平成２６年４月１日に企画部長が副市長

の代理で決裁した。 

市とＮＴＴ九州は、平成２６年４月１日に変更契約を締結した。契約金額は総額

507,927,600円となった。 

 

（ミドルウェア契約関連） 

 第五次総合行政システム基盤整備にかかるハードウェア及びミドルソフトウェア調達

事業の執行伺は、平成２０年１０月１５日に副市長で決裁した。 

 予定価格の設定の起案は、平成２０年１１月７日に企画部長で決裁した。 

 プロポーザルの公募について、４社の参加申し込みがあり、そのうち２社は辞退した。 

 公募プロポーザルによる事業者の決定報告の起案は平成２０年１１月１８日に副市長

で決裁した。 

 プロポーザル参加申込事業者への採用決定通知の伺いは平成２０年１１月２７日に情

報政策課長で決裁した。 

 契約締結伺は平成２０年１２月２５日副市長で決裁した。 

 市とＡ株式会社（以下、Ａ社という）及びＢ株式会社（以下、Ｂ社という）は平成２０

年１２月２５日に平成２１年１月１日から平成２５年１２月３１日を契約期間とする長

期継続契約を締結した。契約金額は月額 5,027,400円である。 

浦添市第五次総合行政システム基盤整備一式の賃貸借契約（以下、基盤整備賃貸借契

約という）の執行伺は、平成２５年１２月６日に副市長で決裁した。 

基盤整備賃貸借契約に係る予定価格の設定は平成２５年１２月１６日に企画部長で決

裁した。 

基盤整備賃貸借契約に係る契約締結伺は平成２５年１２月２４日副市長で決裁した。 

市とＡ及びＢ社は平成２５年１２月２６日に平成２６年１月１日から平成２６年１２

月３１日を契約期間とする長期継続契約を締結した。契約金額は平成２６年３月３１日ま

では月額 2,465,505円、平成２６年４月１日以降は月額 2,535,948円である。 

基盤整備賃貸借契約の執行伺は、平成２６年１２月１６日に副市長で決裁した。 

基盤整備賃貸借契約に係る予定価格の設定は平成２６年１２月１７日に企画部長で決

裁した。 

基盤整備賃貸借契約に係る契約締結伺は平成２６年１２月２５日副市長で決裁した。 

市とＡ及びＢ社は平成２６年１２月２６日に基盤整備賃貸借契約を締結した。契約期間

は平成２７年１月１日から平成２７年１２月３１日、契約金額は月額 1,828,548 円であ

る。 
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基盤整備賃貸借契約の執行伺は、平成２７年１２月７日に副市長で決裁した。 

基盤整備賃貸借契約に係る予定価格の設定は平成２７年１２月１８日に企画部長で決

裁した。 

基盤整備賃貸借契約に係る契約締結伺は平成２７年１２月２８日副市長で決裁した。 

市とＡ及びＢ社は平成２７年１２月２８日に基盤整備賃貸借契約を締結した。契約期間

は平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日、契約金額は月額 2,046,978円である 

 

（２）平成２０年度以降 第五次総合行政システム契約執行に関する事務                 

（検収・支払・契約解除） 

行政システム賃貸借契約の実施終了報告書（検査合格書）を平成２０年９月３０日付

で発行した。 

行政システム賃貸借契約に係る納入物の受入検査を平成２０年１２月１９日に行っ

た。 

行政システム賃貸借料に係る債務負担行為に基づく支出負担行為伺票は副市長で決裁

した。 

平成２０年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全

６回の支払実績を確認した。 

平成２１年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全

１２回支払予定、１回の支払実績を確認した。 

平成２２年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

平成２３年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全

１２回の支払実績を確認した。 

平成２４年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全

１２回の支払実績を確認した。 

平成２５年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は企画部長が副市長の代

理で決裁した。全１２回の支払実績を確認した。 

消費税増税に伴う債務負担行為見積額の変更は、平成２６年３月２８日に承認され

た。 

平成２６年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は企画部長が副市長の代

理で決裁した。全１２回の支払実績を確認した。 

平成２７年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全

１２回の支払実績を確認した。 

平成２８年度分 行政システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全

９回の支払実績を確認した。 

 

（ミドルウェア契約関連） 
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平成２０年度分 第五次総合行政システム基盤整備一式の賃借料（以下、基盤整備賃借

料という）の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全３回の支払実績を確認した。 

平成２１年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

平成２２年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

平成２３年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１２回

の支払実績を確認した。 

平成２４年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１２回

の支払実績を確認した。 

平成２５年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は企画部長が副市長の代理で決

裁した。全１２回の支払実績を確認した。 

平成２６年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は企画部長が副市長の代理で決

裁した。全１２回の支払実績を確認した。 

平成２７年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１２回

の支払実績を確認した。 

平成２８年度分 基盤整備賃借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全９回の

支払実績を確認した。 

 

（３）平成２１年度 第五次総合行政福祉システム公募から契約締結に関する事務 

第五次総合行政福祉システム（以下、福祉システムという）構築事業者の公募の執行伺

は平成２１年３月１２日に副市長で決裁した。公募期間は３月１７日から３月２５日で行

った。 

予定価格の設定の起案は、平成２１年３月２５日に企画部長で決裁した。 

公募プロポーザルによるシステム構築事業者の決定報告の起案は、平成２１年３月２７

日に副市長で決裁した。 

応募事業者の採用決定通知の伺いは、平成２１年３月２７日に企画部長で決裁した。 

応募事業者との契約予定期日の変更伺は、平成２１年３月３１日に企画部長で決裁した。 

応募事業者との契約予定期日の変更伺は、平成２１年９月３０日に副市長で決裁した。 

応募事業者との契約締結伺は、平成２２年４月１９日に副市長で決裁した。 

市とＮＴＴ九州は、平成２２年４月３０日に、第五次総合行政福祉システム賃貸借契約

（以下、福祉システム賃貸借契約という）を締結した。契約期間は平成２２年１０月１日

から平成３２年９月３０日、契約金額は総額 322,056,000円である。 

ＮＴＴ九州との第１回履行協議を、平成２２年６月２５日に開催した。協議内容は、市

からのシステムへの要望に基づく開発に関することである。 

ＮＴＴ九州との第２回履行協議を、平成２２年７月１５日に開催した。協議内容は、市

からのシステムへの要望に基づく開発に関することである。 

ＮＴＴ九州との第３回履行協議を、平成２２年８月１３日に開催した。協議内容は、市
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からのシステムへの要望に基づく開発に関することである。 

ＮＴＴ九州との第４回履行協議を、平成２２年１１月１５日に開催した。協議内容は、

市からのシステムへの要望に基づく開発に関することである。 

福祉システム賃貸借変更契約締結伺は、平成２２年１２月２４日に副市長で決裁した。

システムの機能追加及び仕様変更に伴い開発工数が増えたことによる契約金額の変更で、

変更後の契約金額を 345,112,488円とし、平成２２年１２月２８日に締結した。 

福祉システム賃貸借変更契約締結伺は、平成２６年４月１日に副市長決裁を企画部長が

代理決裁した。消費税増税による契約金額の変更で、変更後の契約金額を 351,532,668円

とし、平成２６年４月１日に締結した。 

 

（４）平成２２年度以降 第五次総合行政福祉システム契約執行に関する事務（検収・支

払・契約解除） 

ＮＴＴ九州宛の福祉システムに係るソフトウェア賃貸借及びシステム構築に係る実施

終了報告書（検査合格書）を平成２２年１０月８日付けで発行した。 

ＮＴＴ九州が福祉システムに係るソフトウェア賃貸借及びシステム構築（仕様変更）に

係る完了報告を平成２２年１２月２８日に行った。 

福祉システム賃貸借料に係る債務負担行為に基づく支出負担行為伺票は副市長で決裁

した。 

平成２２年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

平成２２年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票（変更）は副市長で決裁し

た。 

平成２３年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１

２回の支払実績を確認した。 

平成２４年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１

２回の支払実績を確認した。 

平成２５年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は企画部長が副市長の代

理で決裁した。全１２回の支払実績を確認した。 

福祉システム賃貸借料に係る債務負担行為に基づく支出負担行為伺票（変更）は企画

部長が副市長の代理で決裁した。 

平成２６年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は企画部長が副市長の代

理で決裁した。全１２回の支払実績を確認した。 

平成２７年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１

２回の支払実績を確認した。 

平成２８年度分 福祉システム賃貸借料の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全９

回の支払実績を確認した。 
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（５）平成２２年度～平成２８年度 第五次総合行政システム等運用支援委託契約に関

する事務 

行政システム構築事業者のＮＴＴ九州の本システムに対する瑕疵担保責任期間が平成

２１年度で終了した。よって平成２２年度から改めて本システムを円滑に運用するための

運用支援及び維持保守に関する委託契約を締結する必要があった。 

平成２２年度の第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約（以下、「運用

支援及び維持保守委託契約」という）の随意契約執行伺は、平成２２年４月１日に副市長

で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２２年４月１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２２年４月１日に副市長で決裁した。 

市とＣ株式会社（以下、Ｃ社という）は、平成２２年４月１日に、運用支援及び維持保

守委託契約を締結した。契約期間は平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日、契約

金額は 15,120,000円である。 

支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

平成２３年度の運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺は、平成２３年４月１

日に市長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２３年４月１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２３年４月１日に市長で決裁した。 

市とＣ社は、平成２３年４月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日、契約金額は 22,680,000円であ

る。支出負担行為伺票は市長で決裁した。 

平成２４年度の運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺は、平成２４年３月

２７日に副市長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２４年４月２日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２４年４月２日に副市長で決裁した。 

市とＣ社は、平成２４年４月２日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２４年４月２日から平成２４年６月３０日、契約金額は 5,670,000 円であ

る。 

この年度の運用支援及び維持保守委託契約は二度の契約期間の変更が行われ、変更契

約が交わされている。１回目は平成２４年６月２０日に変更協議を行い、変更契約伺は

副市長で決裁した。 

変更契約締結日は平成２４年６月２５日で、変更契約期間は平成２４年４月２日から

平成２４年７月３１日、変更契約額は 7,560,000円である。 

２回目は平成２４年７月２０日に変更協議を行い、変更契約伺は副市長で決裁した。

変更契約締結日は平成２４年７月２５日で、変更契約期間は平成２４年４月２日から平

成２４年８月３１日、変更契約額は 9,450,000円である。 
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その後、ＩＣＴ利活用地元企業育成事業に係る運用支援及び維持保守委託契約を行う

ための指名競争入札執行伺を平成２４年８月６日に副市長で決裁した。 

指名業者選定の指名の起案は平成２４年８月７日に選定委員会委員長の企画部長で決

裁した。 

指名競争入札参加指名通知の起案は平成２４年８月８日に情報政策課長で決裁し、４

社に通知した。 

予定価格の設定の起案は平成２４年８月１６日に企画部長で決裁した。 

入札説明会は平成２４年８月１３日に行われ、平成２４年８月２０日に入札を執行し

て落札者を決定した。 

入札結果報告の起案は平成２４年８月２１日に企画部長で決裁した。 

契約締結伺は平成２４年８月２７日に副市長で決裁した。 

市と株式会社Ｄ（以下、Ｄ社という）は、平成２４年８月２７日に、運用支援及び維持

保守委託契約を締結した。契約期間は平成２４年９月１日から平成２５年３月３１日、

契約金額は 7,166,250円である。 

各契約の支出負担行為伺票は全て副市長で決裁した。 

平成２５年度の運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺は、平成２５年３月

２８日に企画部長が副市長の代理で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２５年４月１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２５年４月１日に企画部長が副市長の代理で決裁した。 

市とＤ社は、平成２５年４月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２５年４月１日から平成２５年７月３１日、契約金額は 5,775,000 円であ

る。 

その後、改めて運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺を平成２５年７月１

８日に副市長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２５年７月１９日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２５年７月２６日に副市長で決裁した。 

市とＤ社は、平成２５年８月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２５年８月１日から平成２６年３月３１日、契約金額は 11,550,000円であ

る。 

支出負担行為伺票の一回目は企画部長が副市長の代理で決裁し、二回目は副市長で決

裁した。 

平成２６年度の運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺は、平成２６年３月

３１日に企画部長が副市長の代理で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２６年４月１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２６年４月１日に企画部長が副市長の代理で決裁した。 

市とＤ社は、平成２６年４月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契
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約期間は平成２６年４月１日から平成２６年７月３１日、契約金額は 5,940,000 円であ

る。 

その後、改めて運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺を平成２６年７月２

日に副市長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２６年７月１１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２６年７月２５日に副市長で決裁した。 

市とＤ社は、平成２６年８月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２６年８月１日から平成２７年３月３１日、契約金額は 11,880,000円であ

る。 

支出負担行為伺票の一回目は企画部長が副市長の代理で決裁し、二回目は副市長で決

裁した。 

平成２７年度の運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺は、平成２７年４月

１日に市長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２７年４月１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２７年４月１日に副市長で決裁した。 

市とＤ社は、平成２７年４月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日、契約金額は 17,820,000円であ

る。 

支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

平成２８年度の運用支援及び維持保守委託契約の随意契約執行伺は、平成２８年３月

２５日に副市長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は平成２８年４月１日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２８年４月１日に副市長で決裁した。 

市とＤ社は、平成２８年４月１日に、運用支援及び維持保守委託契約を締結した。契

約期間は平成２８年４月１日から平成２８年１１月３０日、契約金額は 11,880,000円で

ある。 

支出負担行為伺票は副市長で決裁した。 

 

（６）平成２５年度 第五次総合行政システム等の検証方法に関する事務 

 平成２５年６月に行政改革推進室が行政システムについて、使用している担当部署に対

して、本システムの現状・課題・改善策等について調査を行った。 

その調査内容を取りまとめ、情報政策課に対して検証を依頼した。 

情報政策課は、回答伺の起案を平成２５年７月１９日に企画部長で決裁し、本システム

の改善策等に対しての回答を行った。 

回答を受けた行政改革推進室は、平成２５年７月２４日に関係職員による第五次総合行

政システム検証会議を開催し、結果報告の起案を平成２５年８月９日に副市長で決裁した。 
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その検証結果報告を受けた情報政策課は、第１回浦添市電子計算組織運営管理委員会

（以下、運営管理委員会という）を平成２５年８月１６日に開催した。 

情報政策課は議題として、行政システムを継続すべきか、又は見直すべきかを判断する

ための現状業務分析を外部の第三者である株式会社Ｅ（以下、Ｅ社という）に随意契約で

委託する提案を行った。この提案については運営管理委員会において実施することが承認

されている。 

第１回運営管理委員会開催の起案は、平成２５年８月１４日に企画部長で決裁した。 

第１回運営管理委員会議事録報告の起案は、平成２５年８月１９日に企画部長で決裁し

た。 

第２回運営管理委員会開催の起案は確認できなかったが、平成２５年１０月１７日に開

催され、情報政策課から行政システム現状業務分析の進捗状況について報告を行った。 

第２回運営管理委員会結果についての通知の起案は、平成２５年１０月２２日に企画部

長で決裁した。 

第２回運営管理委員会議事録報告の起案は、平成２５年１１月１１日に企画部長で決裁

した。 

行政システムの現状業務分析委託を受けたＥ社から「第五次総合行政システム現状業務

分析結果報告書」が平成２５年１０月３１日に提出された。 

報告書を受けた情報政策課は、浦添市電子計算組織の運営管理に関する規程に基づき、

浦添市電子計算組織専門部会（以下、専門部会という）を設置した。 

専門部会設置の起案は、平成２５年１１月１４日に企画部長で決裁した。 

設置された専門部会は、分析結果報告書をもとに協議を行うこととし、平成２５年１１

月１８日から平成２５年１２月１９日までに計３回開催され、各部署の課題や問題点を整

理した「第五次総合行政システム入れ替えに伴う効果等について（報告）」を取りまとめ

た。 

この報告の起案は、平成２６年２月１７日に企画部長で決裁し、運営管理委員会に提出

して審議を依頼した。 

第３回運営管理委員会開催の起案は、平成２６年２月３日に企画部長で決裁した。 

第３回運営管理委員会は、平成２６年２月１８日に開催され、議題の一つである第五次

総合行政システム入れ替えについて、平成２８年１０月頃を目途にパッケージシステムへ

切り替える方針が承認されている。 

第３回運営管理委員会議事録報告の起案は、平成２６年３月７日に企画部長で決裁した。 

 

（７）平成２５年度 第五次総合行政システム現状業務分析に関する事務（Ｅ社） 

 平成２５年８月１６日に開催された浦添市電子計算組織運営管理委員会で承認された、

行政システムの外部の第三者による現状業務分析委託の随意契約執行伺は、平成２５年８

月２０日に企画部長で決裁した。 
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予定価格の設定の起案は平成２５年８月２２日に企画部長で決裁した。 

随意契約締結伺は平成２５年８月２３日に企画部長で決裁した。 

市とＥ社は、平成２５年８月２６日に、行政システム現状業務分析委託契約を締結した。

契約期間は平成２５年８月２６日から平成２５年１０月３１日、契約金額は 1,470,000円

を上限とした、委託業務の実施に要した経費の額である。 

この業務分析結果報告書は平成２５年１０月３１日付で情報政策課に提出された。 

 

（８）契約解除に対する訴訟外協議に関する事務 

 平成２５年１１月２８日、市の顧問弁護士を務めるＦ法律事務所のｆ顧問弁護士に対し、

次期システムへの入れ替えに係る契約金額残額等について質問をするＦＡＸを送信した。 

 平成２５年１１月２９日、ｆ顧問弁護士より入電があり、調整を行った。 

 平成２５年１２月３日、市よりｆ顧問弁護士に対し、市及び事業者の債務不履行につい

てＦＡＸで相談した。同時に契約書、知的財産権覚書の写しを送信した。 

平成２５年１２月９日、ＮＴＴ九州と協議を行った。 

平成２５年１２月１２日、ｆ顧問弁護士より電話があり、相談した事項についての助言

があった。 

平成２６年５月２１日、市よりｆ顧問弁護士に対し、解約後の賃貸借料等について相談

したい旨のＦＡＸを送信した。 

平成２６年６月２日、弁護士事務所にて相談した。賃貸借料等についての助言があった。 

平成２８年５月２５日、企画部長の決裁を得て、市の顧問弁護士を務めるＧ弁護士法人

のｇ顧問弁護士に対し、契約解除の申し出等について伺う内容のＦＡＸを送信した。 

同日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士よりメールで回答があった。 

平成２８年６月２日、市よりｇ顧問弁護士に対し、システム賃貸借契約の解約申し入れ

の通知について伺うＦＡＸを送信した。 

同日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より、申入書を改訂した旨のメールがあっ

た。 

平成２８年６月７日、企画部長の決裁を得て、市よりＮＴＴ九州に対し、行政システム

賃貸借契約の解約にむけて、協議の申し入れの通知書を送付した。 

平成２８年６月１５日、ＮＴＴ九州より、協議に応じる旨の文書を受理した。 

同日、市役所６階会議室で、市とＮＴＴ九州で契約解除について協議を行った。両者の

間で、契約解除後の支払について意見が相違していた。 

平成２８年６月２１日、ＮＴＴ九州より市に対し、解約後の賃借料支払いについて同社

の意見を示した文書を受理した。 

平成２８年６月２８日、市長決裁を得て、市がｇ顧問弁護士事務所を７月４日に訪問し、

ＮＴＴ九州からの文書に対する回答について相談した。 

平成２８年７月５日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より回答を修正した旨のメ
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ールがあった。 

平成２８年７月１１日、市長決裁を得て、ＮＴＴ九州に対し、平成２８年１２月末を以

て契約を終了、ソフトウェアを返還する旨の文書を送付した。 

平成２８年７月２０日、ＮＴＴ九州より「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五

次総合行政福祉システム賃貸借契約に関しまして」と題した文書を受理した。 

契約解除となれば、残期間の賃貸借料の合計額を損害賠償として市に請求するという内

容であった。 

平成２８年７月２９日、ＮＴＴ九州とシステム賃貸借契約書に係る協議を行った。 

契約書の解釈、システムの不具合に関する見解が双方で異なっていることを確認した。 

平成２８年９月１２日、ＮＴＴ九州とシステム賃貸借契約書に係る協議を行った。 

中途解約の可否、解約後の支払について意見の相違がみられた。 

平成２８年９月２６日、市長決裁を得て、ｇ顧問弁護士へ、中途解約や、仲裁等の解決、

債務不履行責任等について相談のＦＡＸを送信した。 

平成２８年９月２７日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士よりメールで、賃貸借契

約における義務等について回答があった。 

平成２８年９月２９日、ｇ顧問弁護士に対し、賃貸借契約の終了方法及び契約解除方法

等について相談のメールを送信した。 

平成２８年９月３０日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士よりメールで回答があっ

た。 

 平成２８年１０月１２日、システムの解約手続きについて二役に説明した。主な内容は、

顧問弁護士と相談し、ＮＴＴ九州に解約通知をし、平成２９年１月以降の支払いはしない

等であった。 

 平成２８年１０月２１日、システム賃貸借契約書に係る協議を行った。 

主な内容は、解決に向けた今後の話し合いに関する件であった。 

 平成２８年１０月２４日、企画部長の決裁を得て、ＮＴＴ九州に対し問い合わせのメー

ルを１０月２５日に送信した。内容は、平成２５年１２月９日の協議の際、再度ヒアリン

グで来庁したいという意向を示していたが、実施せず断念した理由を問うものであった。 

 平成２８年１０月２７日、市からの問い合わせについて、ＮＴＴ九州から回答のメール

を受信した。ＮＴＴ九州からヒアリングを申し出た事実が確認できなかったため、断念し

たのではなく、ヒアリングを行う認識がなかったという主旨であった。 

 平成２８年１０月２８日、ＮＴＴ九州に対し、副市長との面会の調整等についてメール

を送信した。 

 平成２８年１０月３１日、ＮＴＴ九州より、副市長との面会日程等についてメールを受

信した。 

 平成２８年１１月２日、ＮＴＴ九州に対し「開発業者ヒアリング」についての見解と相

違点を伺う等のメールを送信した。 
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 平成２８年１１月７日、ＮＴＴ九州より、市からのメールへの回答を、メールで受信し

た。 

 平成２８年１１月２２日、副市長及びＮＴＴ九州経営企画部長も出席し、賃貸借契約書

に係る協議を行った。主な内容は、中途解約の解釈、瑕疵期間経過後のＮＴＴ九州の責任

の有無、弁護士同士の話し合い等であった。 

平成２８年１１月２８日、企画部長の決裁を得て、１１月２９日にｇ顧問弁護士へ相談

のＦＡＸを送信した。相談内容は、平成２８年１２月３１日でのシステム賃貸借終了、契

約解除にかかる条文の解釈、ソフトウェアの返却方法、弁護士同士の話し合い等であった。 

  平成２８年１２月１日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より、契約解除事由への

該当、ソフトウェア返却方法、弁護士同士の話し合いへの対応等のメールを受信した。 

  平成２８年１２月６日、企画部長の決裁を得て、１２月７日にｇ顧問弁護士へ解除通知

（案）についての相談のＦＡＸを送信した。 

  平成２８年１２月９日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士の修正案をメールで受信

した。 

   同日、ｇ顧問弁護士に対し、ＮＴＴ九州に対するシステム改善要求について相談のメー

ルを送信した。 

  平成２８年１２月１４日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より回答メールを受信

した。 

  平成２８年１２月１６日、市長の決裁を得て、ＮＴＴ九州に対し、契約解除通知を送付

した。主な内容は、通知到達後７日以内に改善の約束ができなければ契約を解除するとい

う主旨であった。 

  平成２８年１２月２０日、ＮＴＴ九州より、契約解除通知の意図を問うメールを受信し

た。 

  平成２８年１２月２１日、ＮＴＴ九州からの質問のメールに対し、メールで返信した。 

  平成２８年１２月２２日、ＮＴＴ九州より、契約解除通知文書を受けてＮＴＴ九州が発

した文書についてのメールを受信した。 

  平成２８年１２月２６日、ＮＴＴ九州より「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第

五次総合行政福祉システム賃貸借契約に関しまして」と題した文書を受理した。主な内容

は、不具合に対する改善要求の認識、不具合の詳細の提示を依頼するものであった。 

  平成２８年１２月２７日、ＮＴＴ九州からの文書を受け、企画部長決裁を得て、ＮＴＴ

九州に対し、これまでのシステム改善要求について議事録を確認していただくよう依頼す

るメールを送信した。 

  同日、ＮＴＴ九州より、平成２５年１２月９日の協議についてのメールを受信した。 

  平成２８年１２月２８日、ＮＴＴ九州からのメールを受け、システムの操作マニュアル、

不具合に対する対応等についてメールを送信した。 

  同日、ＮＴＴ九州よりメールを受信した。主な内容は、操作マニュアルの納品、不具合
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対応依頼、平成２５年１２月９日から平成２８年６月７日までに市からの連絡がない件、

瑕疵担保期間の経過等であった。 

平成２９年１月２３日、ＮＴＴ九州とシステム賃貸借に関する協議を行った。主な内容

は、民事調停を前提に弁護士を交えた議論を行う等であった。 

その後市は、弁護士同士による電話協議は相談内容が不明確になる可能性があること等

の理由により断る方向で進めることを決定した。 

  平成２９年１月３０日、企画部長の決裁を得て、ｇ顧問弁護士に対し、ＮＴＴ九州から

の平成２９年１月分の請求書についての相談のＦＡＸを送信した。 

  平成２９年２月１日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より、回答メールを受信し

た。 

  平成２９年２月２３日、ＮＴＴ九州より、「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第

五次総合行政福祉システム賃貸借契約に係る代金のお支払につきまして」と題した文書を

受理した。契約の継続及び平成２９年１月分の請求についての内容であった。 

  平成２９年３月２７日、ＮＴＴ九州より「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五

次総合行政福祉システム賃貸借契約に係る賃料のご請求につきまして」と題した文書を受

理した。平成２９年１月分及び２月分の再請求及び今後の請求の継続についての内容であ

った。 

  平成２９年３月３０日、ＮＴＴ九州とシステム賃貸借に関する協議を行った。 

 システム不具合に関する改善要求について、意見の相違があった。 

  平成２９年５月２２日、ＮＴＴ九州代理人弁護士事務所より、システムに関する公文書

公開請求書を市総務課で収受した。 

  平成２９年６月２日、公文書公開請求について、情報政策課長の決裁及び総務課長の合

議を得て、公文書不存在による請求拒否決定通知書及び公文書非公開決定通知書を送付し

た。 

  平成２９年７月１８日、ｇ顧問弁護士に相談のＦＡＸを送信した。主な内容は、双方の

トップ同士での話し合いや、第三者機関の判断を仰ぐことについて等であった。 

平成２９年７月２０日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より回答のＦＡＸを受信

した。 

 平成２９年８月２日、ＮＴＴ九州に対し、契約解除後の請求書は返送する旨の通知を送

付した。 

 平成２９年８月４日、市がＮＴＴ九州を訪問し、賃貸借契約に関する協議を行った。主

な内容として、市は、金銭的な解決の不可、解約について、不具合の証跡についての議事

録の確認、瑕疵担保期間経過後の対応義務について述べ、ＮＴＴ九州は、金銭的解決以外

の方法はないこと、不具合の具体的な証跡の不提示、１０年間使用継続の合意について等

を述べた。 

 平成２９年８月２１日、企画部長の決裁を得て、ｇ顧問弁護士に賃貸借契約の解除につ
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いて相談のＦＡＸを送信した。１０年間継続使用について、弁護士同士での話し合いにつ

いて等であった。 

 平成２９年８月２３日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より、弁護士同士の話し

合い不可等の回答のＦＡＸを受信した。 

 平成２９年８月２４日、システム解約処理について二役に説明した。主な内容は、 

訴訟判決以外の金銭的な解決はできない等であった。 

 平成２９年１１月２日、ＮＴＴ九州とシステム賃貸借契約に関する協議を行った。ＮＴ

Ｔ九州より、市長とＮＴＴ九州社長とのトップ会談の実施についての文書を受理し、契約

解除についての市長からの説明要求等があった。市は、トップ会談を実施することを了承

した。 

同日、市長、副市長、企画部長、情報政策課長及び情報政策係長が調整を行った。 

 平成２９年１１月１６日、ＮＴＴ九州からの文書を受け、トップ会談前の実務者同士の

検証作業の実施についてメールを送信した。 

 平成２９年１２月１５日、ＮＴＴ九州より、検証日程等についてのメールを受信した。 

 平成２９年１２月２１日、ＮＴＴ九州からのメールに対し、副市長決裁を得て、回答文

書を送付した。 

 平成３０年１月１８日、企画部長決裁を得て、１月１９日にＮＴＴ九州にシステムの検

証作業シートをメールで送信した。 

 平成３０年４月１６日、ＮＴＴ九州より、４月１０日に行われたＮＴＴ九州との協議の

議事録案についてメールを受信した。 

 平成３０年４月１７日、ＮＴＴ九州からのメールに対し、議事録の修正案をメールで送

信した。 

 平成３０年４月２０日、ＮＴＴ九州よりメールを受信した。主な内容は、市の修正案に

は同意できない箇所があるとのことで、ＮＴＴ九州側から修正案が示された。 

 平成３０年４月２６日、企画部長の決裁を得て、４月２７日にＮＴＴ九州へメールを送

信した。主な内容は、ＮＴＴ九州作成の議事録案に補足した内容の確認依頼等であった。 

 平成３０年４月２７日、企画部長の決裁を得て、ＮＴＴ九州へメールを送信した。主な

内容は、瑕疵担保責任及び検収について等であった。 

 平成３０年５月１１日、ＮＴＴ九州より、市からのメールについて、回答メールを受信

した。 

また、４月２７日に市が修正した議事録案について、同意しかねる旨の回答があった。 

 平成３０年５月２５日、ＮＴＴ九州からのメールに対し、企画部長の決裁を得て、回答

のメールを送信した。議事録の修正については、同意しかねるという主旨の回答をした。 

 平成３０年６月２１日、ＮＴＴ九州より、代表取締役変更の文書を受理した。 

 平成３０年６月２９日、ＮＴＴ九州より、市が５月２５日に送信したメールについて回

答メールを受信した。主な内容は、記録を確認したが、貴市が言う発言、文言は確認でき
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なかった、などであった。 

 平成３０年６月２９日、ＮＴＴ九州より、改めて双方の弁護士同士での協議を提案する

等の連絡があった。 

 平成３０年７月５日、ＮＴＴ九州からの連絡に対し、企画部長の決裁を得て、市では交

渉等を委任する弁護士を決定していない旨の回答のメールを送信した。 

 平成３０年７月１０日、ＮＴＴ九州より、今後の協議について問うメールを受信した。 

 平成３０年７月１２日、ＮＴＴ九州からのメールに対し、企画部長の決裁を得て、ＮＴ

Ｔ九州社訪問の意向のメールを送信した。 

 平成３０年８月１４日、ＮＴＴ九州において、システム賃貸借契約に係る協議を行った。

双方の契約形態の認識の違い、弁護士同士の協議実施について協議した。 

 平成３０年８月２７日、ＮＴＴ九州より、今後の協議についての見解を問うメールを受

信した。 

 平成３０年８月３１日、ＮＴＴ九州からのメールに対し、企画部長の決裁を得て、弁護

士同士の協議内容の確認等について、９月３日にメールを送信した。 

 平成３０年９月４日、ＮＴＴ九州より、弁護士同士の協議を進めていく中で整理したい

等のメールを受信した。 

 平成３０年９月５日、ＮＴＴ九州代理人弁護士より、弁護士同士での協議申し入れの文

書が届いた。 

 平成３０年９月６日、ＮＴＴ九州より代理人同士での協議の申し入れがあることについ

て、ｇ顧問弁護士に相談のＦＡＸを送信した。 

 平成３０年９月７日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より、協議内容の確認のメ

ールを受信した。 

 平成３０年９月１１日、ＮＴＴ九州代理人弁護士からの、弁護士同士での協議申し入れ

の文書への回答について、市長決裁を得て、協議の具体的内容及び契約形態の解釈の根拠

を伺う文書を送付した。 

 平成３０年９月２８日、ＮＴＴ九州代理人弁護士より、９月１１日付けの市からの文書

について、市の代理人の連絡先を問う文書を受理した。 

 平成３０年１０月５日、ｇ顧問弁護士に、代理人同士の協議について、相談のＦＡＸを

送信した。 

 平成３０年１０月１０日、ｇ顧問弁護士より、市からのメールについて、ＮＴＴ九州に

対し協議の具体的内容及び契約形態の解釈の根拠を再度問う必要がある旨のメールを受

信した。 

 平成３０年１０月１５日、市長決裁を得て、ＮＴＴ九州弁護士に対する回答書案を送付

した。主な内容は、協議の具体的内容及び契約形態の解釈根拠の確認を再度依頼するもの

であった。 

 平成３０年１０月３１日、ＮＴＴ九州弁護士より文書を受理する。本書面到達後２週間
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以内に代理人氏名及び連絡先の開示がない場合は法的手続きを検討する旨の内容であっ

た。 

 平成３０年１１月７日、企画部長の決裁を得て、ｇ顧問弁護士に、代理人同士での協議

について相談のＦＡＸを送信した。 

 平成３０年１１月９日、市からの相談について、ｇ顧問弁護士より、代理人同士の協議

の辞退を促す内容のメールを受信した。 

 平成３０年１１月１３日、ＮＴＴ九州からの１０月３１日に収受した文書に対する回答

について、市長決裁を得て、文書を送付した。主な内容は、法的な主張及び根拠の確認を

するための依頼について、２週間以内に書面で連絡を依頼するものであった。 

 平成３０年１１月２８日付け、ＮＴＴ九州代理人弁護士より、法的手続きを検討する旨

の連絡文書を受理した。 

 平成３１年２月１２日、ＮＴＴ九州が市を提訴した。 

 平成３１年３月８日、ＮＴＴ九州からの訴状による、第１回口頭弁論呼出状及び答弁書

催告状が那覇地方裁判所より届いた。同日付けで、ｇ顧問弁護士に当該書類をＦＡＸ送信

した。同年３月１４日に弁護士事務所を訪問し、ｇ顧問弁護士に今後の対応方法について

相談した。 

 

（９）那覇地方裁判所 平成３１年（ワ）第９１号賃貸借料請求事件に関する事務 

〔裁判についての確認事項〕 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に平成３１年２月８日付けの訴状、証拠説明書及び書証を

提出した。 

市が那覇地方裁判所より平成３１年３月７日付けの第１回口頭弁論期日呼出状及び答

弁書催告状を収受した。 

那覇地方裁判所からの書類収受についての報告の起案は、平成３１年３月１１日に市長

で決裁した。 

Ｇ弁護士法人への訴訟委任状提出の起案は平成３１年３月２０日に市長で決裁した。 

賃貸借料請求事件について、指定代理人を指定する指定届の起案を、平成３１年４月２

日に副市長で決裁した。 

平成３１年４月１１日、市代理人弁護士から、裁判所に答弁書を提出した旨のメールを

受信した。 

令和３年２月１２日付けで原告代理人弁護士より代表者変更に係る上申書を収受した。 

 

（平成３１年４月１６日裁判期日に向けた事務手続き） 

平成３１年４月１１日、市が那覇地方裁判所に、原告の請求をいずれも棄却し、訴訟費

用を原告の負担とする判決を求める答弁書を提出した。 
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（令和元年５月２８日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が那覇地方裁判所に令和元年５月２４日付け準備書面（１）、証拠説明書及び書証を

提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和元年５月２８日に訴訟期日報告書を収受した。 

 

（令和元年８月８日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が那覇地方裁判所に令和元年８月７日付け準備書面（２）、証拠説明書及び書証を提

出した。 

 市が市代理人弁護士より令和元年８月８日に訴訟期日報告書を収受した。 

 

 （令和元年１０月８日裁判期日に向けた事務手続き） 

    ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和元年９月２７日付け原告第１準備書面、証拠説明

書（２）及び書証を提出した。 

市が那覇地方裁判所に乙第７号証の２を提出した。 

  市が市代理人弁護士より令和元年１０月９日に訴訟期日報告書を収受した。 

  市が作成した訴訟報告書は令和元年１１月７日に市長で決裁した。 

 

  （令和元年１２月３日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和元年１１月２２日付けで原告第２準備書面、証拠説

明書（３）及び書証を提出した。 

    市が市代理人弁護士より令和元年１２月３日に訴訟期日報告書を収受した。 

    市が作成した訴訟報告書は令和２年１月１４日に市長で決裁した。 

 

  （令和２年２月４日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和元年１２月２３日付けで証拠説明書（４）及び書証

を提出した。 

市が那覇地方裁判所に令和２年１月３１日に証拠説明書を提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和２年２月４日に訴訟期日報告書を収受した。 

 市が作成した訴訟報告書は令和２年２月１９日に市長で決裁した。 

 

（令和２年３月１７日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が那覇地方裁判所に令和２年２月２７日に証拠説明書及び書証を提出した。 

 

（令和２年６月２３日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和２年５月１５日付けで原告第３準備書面を提出し

た。 
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 市が那覇地方裁判所に令和２年４月１日に準備書面（３）を提出した。 

 市が作成した訴訟報告書は令和２年７月２０日に市長で決裁した。 

 市が市代理人弁護士より令和２年６月２４日に訴訟期日報告書を収受した。 

 

 （令和２年８月２７日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和２年８月２１日付けで原告第４準備書面及び証拠

説明書（５）を提出した。 

  市が市代理人弁護士より令和２年８月２７日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

 

  （令和２年１０月２７日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が那覇地方裁判所に令和２年１０月２２日に準備書面（４）、証拠説明書及び書証を

提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和２年１１月６日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

 

 （令和２年１２月２２日裁判期日に向けた事務手続き) 

市が那覇地方裁判所に令和２年１２月１５日付け準備書面（４）を再提出した。 

市が市代理人弁護士より令和２年１２月２２日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

    

 （令和３年２月９日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和３年２月１日付けで原告第５準備書面、証拠説明書

（６）及び書証を提出した。 

  市が市代理人弁護士より令和３年２月９日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

 

  （令和３年３月２５日裁判期日に向けた事務手続き） 

  市が市代理人弁護士より令和３年３月２５日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

 

第９回弁論準備手続期日において裁判所よりシステムの専門委員を付けたいとの申し

出があった件についての訴訟報告書は令和３年２月１０日に市長で決裁した。 

    

 （令和３年５月２０日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が那覇地方裁判所に令和３年４月２８日付けの準備書面（５）、証拠説明書及び書証

を提出した。 

   市が市代理人弁護士より令和３年５月２０日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

 

 （令和３年７月６日裁判期日に向けた事務手続き） 

 ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和３年６月３日付けで原告第６準備書面を提出した。 
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        市が那覇地方裁判所に令和３年６月３０日に準備書面（６）、証拠説明書及び書証を提

出した。 

 市が市代理人弁護士より令和３年７月６日付けの訴訟期日報告書を収受した。 

 

    令和３年６月２５日付けで情報政策課長より国民健康保険課長に対し、国民健康保険異

動情報取込処理結果に関する資料の提供依頼をし、同日付けで国民健康保険課長より回答

を収受した。 

     

   第９回弁論準備手続期日において裁判所よりシステムの専門委員を付けたいとの申し

出があった件についての回答及び令和３年６月３日付け原告より回答の求めのあった件

に対しての回答に係る訴訟報告書を令和３年７月１４日に市長で決裁した。 

 

 （令和３年９月１４日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和３年８月３１日付けで原告第７準備書面、証拠説明

書（７）及び訴えの変更申立書を提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和３年９月１４日に訴訟期日報告書を収受した。 

 市が作成した訴訟報告書は令和３年９月２９日に市長で決裁した。 

 

  （令和３年１０月２８日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が那覇地方裁判所に令和３年１０月１３日付けの準備書面（７）、証拠説明書及び書

証を提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和３年１１月１日に訴訟期日報告書を収受した。 

 市が作成した訴訟報告書は令和３年１１月１５日に市長で決裁した。 

 

  （令和３年１１月２５日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が那覇地方裁判所に令和３年１１月２４日付けで原告第８準備書面、証拠説

明書（８）及び書証を提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和３年１１月２５日に訴訟期日報告書を収受した。 

 市が作成した訴訟報告書は令和３年１２月１３日に市長で決裁した。 

    

  （令和４年１月１１日裁判期日に向けた事務手続き） 

 市が那覇地方裁判所に令和４年１月１１日付けの証拠説明書及び書証を提出した。 

 市が市代理人弁護士より令和４年１月１１日に訴訟期日報告書を収受した。 

 市が作成した訴訟報告書は令和４年１月２１日に市長で決裁した。 

 

〔弁護士委託契約についての確認事項〕  
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弁護士委任契約の随意契約執行伺の起案は、平成３１年３月２５日に副市長で決裁し

た。 

予定価格の設定の起案は平成３１年３月２６日に企画部長で決裁した。 

締結伺は平成３１年３月２６日に副市長で決裁した。 

Ｇ弁護士法人との訴訟委任契約は平成３１年３月２６日に締結した。契約期間は平成３

１年３月２６日から事案処理終了まで、契約金額は着手金 5,400,000円、報酬金等は訴訟

の結果を受けて、協議の上確定し、諸費用は事件の処理に必要な費用とする。 

 支出負担行為伺票は副市長で決裁した。全１回の支払実績を確認した。 

 

〔第五次総合行政システム運用管理報告書作成業務委託契約及び第五次総合行政システ

ム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約についての確認事項〕 

第五次総合行政システム運用管理報告書作成業務委託契約（以下、報告書作成業務委託

契約という）の随意契約に係る執行伺の起案は令和３年３月３日に企画部長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は令和３年３月３日に企画部長で決裁した。 

締結伺は令和３年３月３日に企画部長で決裁した。 

市とＤ社は、報告書作成業務委託契約を令和３年３月３日に締結した。契約期間は令和

３年３月３日から令和３年３月３１日、契約金額は 550,550円である。 

支出負担行為伺票は課長で決裁した。 

令和３年３月２４日付けで検査員を任命し、Ｄ社からの運用管理報告書を検査した。 

令和３年３月３１日付けで委託業務完了検収報告書を発行した。 

全１回の支払実績を確認した。 

第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約

（以下、確認作業費用単価契約という）の随意契約に係る執行伺は令和３年６月７日に情

報政策課長で決裁した。 

締結伺は令和３年６月７日に同課長で決裁した。 

市とＤ社は、確認作業費用単価契約を令和３年６月７日に締結した。契約期間は令和３

年６月７日から令和３年８月３１日、契約金額は 71,500円である。 

Ｄ社は令和３年６月２１日までに作業を終え、作業報告書を提出し、市は報告書を検査

した。 

支出負担行為伺票は同課長で決裁した。全１回の支払実績を確認した。 

令和３年度における２回目の確認作業費用単価契約の随意契約に係る執行伺は令和３

年９月１日に情報政策課長で決裁した。 

締結伺は令和３年９月１日に同課長で決裁した。 

市とＤ社は、確認作業費用単価契約を令和３年９月１日に締結した。 

契約期間は令和３年９月１日から令和４年３月３１日、執行予定額は 198,000 円であ

る。 



22 

 

令和３年度における２回目の確認作業費用単価契約に係る追加執行伺は令和４年１月

２１日に企画部長で決裁した。執行予定額は 1,447,600円である。 

令和４年３月３１日付けで検査員を任命し、同日付けでＤ社からの作業報告書を収受後、

委託業務完了検収報告書を発行した。 

全１回の支払実績を確認した。 

 

（１０）福岡高等裁判所 那覇支部令和４年（ネ）第 76 号賃貸借料請求控訴事件に関す

る事務 

〔裁判についての確認事項〕 

 那覇地方裁判所より令和４年３月１５日付けで判決が下された。 

 控訴の提起についての意思決定の起案は令和４年３月１７日に市長で決裁した。 

令和４年３月２９日にＧ弁護士法人より、控訴状の貼用印紙の受領書を収受した。 

浦添市議会令和４年３月定例会追加議案部長会議用の議案の提出についての起案は令

和４年３月１７日に企画部長で決裁した。 

福岡高等裁判所那覇支部への控訴理由書の提出の起案は令和４年５月１８日に市長で

決裁した。 

福岡高等裁判所那覇支部への控訴人準備書面（１）（２）（３）の提出の起案は令和５年

１月１３日に市長で決裁した。 

福岡高等裁判所那覇支部への控訴人準備書面（４）及び証拠説明書（３）の提出の起案

は令和５年４月２１日に副市長で代理決裁した。 

福岡高等裁判所那覇支部への控訴人準備書面（５）（６）の提出の起案は令和５年７月

６日に市長で決裁した。 

 

（令和４年１０月２４日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が福岡高等裁判所那覇支部に令和４年５月１８日付け控訴理由書、証拠説明書及び書

証を提出した。 

ＮＴＴ九州が福岡高等裁判所那覇支部に令和４年６月２８日付けで上申書を提出した。 

ＮＴＴ九州が福岡高等裁判所那覇支部に令和４年９月３０日付け控訴答弁書、証拠説明

書（９）及び書証を提出した。 

市が市代理人弁護士より令和４年１０月２６日に期日報告書を収受した。 

 

（令和５年１月２０日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が福岡高等裁判所那覇支部に令和５年１月１３日付け控訴人準備書面（１）（２）（３）、

証拠説明書（２）及び書証を提出した。 

市が市代理人弁護士より令和５年１月２４日に期日報告書を収受した。 

 



23 

 

（令和５年４月２６日裁判期日に向けた事務手続き） 

ＮＴＴ九州が福岡高等裁判所那覇支部に令和５年４月１４日付け被控訴人準備書面

（１）（２）（３）、証拠説明書（１０）及び書証を提出した。 

市が福岡高等裁判所那覇支部に令和５年４月２４日付け控訴人準備書面（４）及び証拠

説明書（３）を提出した。 

市が市代理人弁護士より令和５年４月２８日に期日報告書を収受した。 

 

 （令和５年７月１４日裁判期日に向けた事務手続き） 

市が福岡高等裁判所那覇支部に令和５年７月６日付け控訴人準備書面（５）（６）、証拠

説明書（４）及び書証を提出した。 

市が市代理人弁護士より令和５年７月１８日に期日報告書を収受した。 

    

 （和解協議） 

和解協議について和解条項案に係る意思決定の起案を令和５年７月２４日に市長で決

裁した。 

和解協議について和解条項案の変更についての意思決定の起案を令和５年７月２６日

に市長で決裁した。 

 議決証明書交付申請の起案を令和５年８月８日に情報政策課長で決裁した。 

 議決証明書交付申請の起案を令和５年８月２１日に情報政策課長で決裁した。 

令和５年８月１８日付けで市議会に裁判上の和解についての議案を提出した。 

福岡高等裁判所那覇支部より令和５年８月２２日の和解期日取り消しに係る事務連絡

文書を８月２２日に収受した。 

令和５年９月６日付けで和解成立とされ、９月８日付け福岡高等裁判所那覇支部が発行

した和解調書を、９月１３日に市が収受し、市長に供覧した。 

浦添市議会議員宛ての和解成立の報告を令和５年９月１３日に企画部長で決裁した。 

 

 〔弁護士契約についての確認事項〕 

Ｇ弁護士法人への訴訟委任の起案は令和４年３月２８日に市長で決裁した。 

Ｇ弁護士法人への訴訟委任に係る随意契約の執行伺は令和４年３月２９日に市長で決

裁した。 

Ｇ弁護士法人への訴訟委任に係る随意契約の締結伺は令和４年３月２９日に市長で決

裁した。 

Ｇ弁護士法人との訴訟委任契約は令和４年３月２９日に締結した。契約期間は令和４

年３月２９日から事案処理終了まで、契約金額は着手金なし、報酬金は訴訟の結果を受け

て、協議の上確定し、諸費用は事件の処理に必要な費用とする。 

控訴において、追加で他の弁護士を活用することについての意思決定の起案は令和４
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年４月６日に市長で決裁した。 

控訴における委任弁護士の決定についての意思決定の起案は令和４年４月７日に市長

で決裁した。 

ソフトウェア知見弁護士であるＨ法律事務所への訴訟委任についての随意契約執行伺

は令和４年４月７日に市長で決裁した。 

 Ｈ法律事務所への訴訟委任についての予定価格の設定の起案は令和４年４月７日に企

画部長で決裁した。 

Ｈ法律事務所への訴訟委任についての随意契約締結伺は令和４年４月１１日に市長で

決裁した。 

 Ｈ法律事務所との訴訟委任契約は令和４年４月１１日に締結した。契約期間は令和４

年４月１１日から事案処理終了まで、契約金額は着手金 5,500,000円、報酬金は訴訟の結

果を受け、計算式により算出した額とし、諸費用は事件の処理に必要な費用とする。 

Ｈ法律事務所への訴訟委任についての起案を令和４年４月１１日に市長で決裁した。 

市からＨ法律事務所に対し令和４年４月１１日に訴訟委任状を発行した。 

Ｈ法律事務所への弁護士委託料（着手金）の支出負担行為伺票は副市長で決裁した。令

和４年７月１２日付け全１回の支払実績を確認した。 

Ｈ法律事務所への訴訟委任に係る変更契約執行伺は令和５年５月２２日に市長で決裁

した。 

Ｈ法律事務所への訴訟委任に係る変更契約締結伺は令和５年５月２６日に市長で決裁

した。 

 Ｈ法律事務所への弁護士委託料全２回の支払実績を確認した。 

 Ｇ弁護士法人への弁護士委託料全１回の支払実績を確認した。 

 

  〔第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等委託契約についての確認

事項〕 

令和４年度の第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等委託契約（以

下、確認作業等委託契約という）に関する随意契約の執行伺は令和４年４月１１日に企画

部長で決裁した。 

予定価格の設定の起案は令和４年４月１１日に企画部長で決裁した。 

 随意契約の締結伺は令和４年４月１１日に企画部長で決裁した。 

 市とＤ社は、令和４年４月１１日に確認作業等委託契約を締結した。契約期間は令和４

年４月１１日から令和５年３月３１日、契約金額は総額 937,200円である。 

確認作業等委託契約の執行伺を令和４年７月６日に情報政策課長で決裁した。 

確認作業等委託変更契約の締結伺を令和４年７月６日に情報政策課長で決裁した。変更

後の契約金額は 953,700円である。 

令和４年７月６日に確認作業等委託契約に係る支出負担行為伺（変更増）を情報政策課
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長で決裁した。 

令和５年３月３１日付けで、Ｄ社より第五次総合行政システムの調査及び資料作成作業

に係る作業報告書を収受した。 

 同日、検査員を任命し、作業報告書を検収した。 

同日、委託業務完了検収報告書を発行した。 

令和５年度の確認作業等委託契約に関する随意契約の執行伺は令和５年５月２９日に

情報政策課長で決裁した。 

随意契約の締結伺は令和５年６月８日に情報政策課長で決裁した。 

市とＤ社は、令和５年６月８日に確認作業等委託契約を締結した。契約期間は令和５年

６月８日から令和５年７月１２日、契約金額は総額 162,800円である。 

令和５年７月１２日に、Ｄ社より第五次総合行政システム運用管理確認作業に係る作業

報告書を収受した。 

同日、検査員を任命し、作業報告書を検収した。 

同日、委託業務完了検収報告書及び検収結果通知書を発行した。 

第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等委託契約の委託料に係る

支出負担行為伺票は情報政策課長で決裁した。全１回の支払実績を確認した。 

第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等委託契約の委託料に係る

支出負担行為伺票は情報政策課長で決裁した。全１回の支払実績を確認した。 

     

２ 監査の判断 

 ※文中に示した条文等については、事務執行当時の規程等から抜粋した。 

 

（１）平成１９年度 第五次総合行政システム公募から契約締結に関する事務 

第五次総合行政システムは、公募によるプロポーザル方式を採用し、システム導入事業

者を選定した後に契約を締結して導入した。 

その理由として、随意契約執行伺の本文で、「平成１８年と平成１９年の２回にわたり

ＥＡ（Enterprize Architecture） とよばれる業務分析を行った。その結果をふまえ、今

回の行政システム構築では、我々の業務に最適化し、かつ将来のコスト削減及び地場産業

の育成のために、最適なソリューションを公募により広く提案を求めたい。」としている。

当該方式による契約方法を採用したことについては、公平性、透明性及び客観性を保ち、

複数の者からの企画・技術等の提案を受けた中から市が調達する業務等の目的に最も適し

た事業者を選定できる可能性があることから、適正であったと思慮する。 

また、当システムを地元企業や職員の「だれでも改修ができる仕組み」という考え方に

ついて、システム導入の決定前に、市役所内部でどこまで共通認識されていたかの資料は

確認できなかった。 
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公募を行うにあたっては、情報政策課が作成した公募実施要領を事前に公開し、システ

ム仕様書等の妥当性について１月１０日から３１日の２２日間で意見聴取を行っている。

この意見聴取は適当だったと考えるが、どのような意見が提出され、どう実施要領に反映

されたのか、などの意見聴取に関する資料は確認できなかった。 

システム構築の本公募は、３月４日から受付開始、プロポーザル参加申込書提出期限３

月１０日、技術提案書提出期限３月１７日までの１４日間で受付期間が設定された。この

受付期間について執行伺本文において、「本公募にあっては、仕様の意見聴取よりすでに

１月半を経過しており、本期間を含めると２カ月を経過することとなり、公募期間として

は十分であると考えられる」と示している。しかし、意見聴取により仕様書等を変更した

可能性もあり、本公募開始前に正確な事業内容を公開していたとは言えない。それにも関

わらず、当該期間を含め、公募期間は十分であると判断したことが適切であったかについ

ては疑問が残る。 

また、公募の起案本文、当該起案に添付された公募実施要領、応募者が所有する公募実

施要領に記載された公募締切日等のスケジュールが全て相違していた。度々スケジュール

の変更があったと思慮されるが、適切な修正が行われていないことが伺え、杜撰な事務処

理が多くみられた。公募についての公告に係る起案文書等の存在及び公告された事実が確

認できず、実際に公開された実施要領の記載が不明であるため、情報が正しく周知され応

募の機会が公平に与えられていたかについては判断できない。 

また、業者選定に係る透明性や公平性については、業者選定評価基準設定に係る資料及

び各審査委員の評価シート等の存在が確認できず、判断はできない。 

予定価格については、浦添市契約規則（以下、契約規則という）第３２条第３項にお

いて、随意契約の際に見積書を徴する場合は、あらかじめ取引の実例、価格、需給の状

況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に予定価格を定めなけ

ればならないとされているが、予定価格設定の起案に設計書等の添付がなく、積算の根

拠は確認できなかったため、規定に従って設計されたものであるか、決裁権者が積算の

適否を確認し決裁を行ったかについては不明のため、判断できない。 

契約保証金については、当該契約書第２条第１項第５号により免除しているが、これ

は、契約規則第６条第１項第１号に規定する「契約の相手方が保険会社との間に本市を

被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。」に該当し、免除することができる。

提出書類により、契約相手方が市を被保険者として契約した履行保証保険の証券を確認

する事ができ、規定に沿って事務処理が行われており、適切である。 

当該契約は地方自治法施行令（以下、施行令という）第１６７条の２第１項第２号を

適用し、総額 501,480,000円の随意契約を行っている。浦添市予算規則（以下、予算規

則という）第２０条別表第３（５）において、随意契約に係る実施伺い時に、施行令第

１６７条の２第１項第１号の場合を除き全て財政課長を経て総務部長に合議しなければ

ならないことが規定されている。執行伺の起案で当該合議を得ていることが確認でき、
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規定に沿った事務処理を行っており適切である。しかし、同別表（４）において 300万

円以上の使用料及び賃借料の契約の場合、予算の執行及び支出負担行為時の双方で合議

を得る必要があることが規定されているが、締結伺の起案でその合議がされておらず、

不適切な事務処理を行っていたことが伺える。 

契約書の第１７条第１項に「主任担当者及び副担当者を選任し、必要な作業体制推進

体制等を定め、相互に書面で相手方に通知する。」と定められている。当該システムの納

品時の検査受検書にその記名があることから、選任は適切に行われていたと思慮する

が、選任及び作業体制推進体制に関する起案等資料の存在が確認できないことから、決

裁権者の決裁を経て任命し、適切に通知がなされたかについては不明であり、判断でき

ない。 

なお、平成２６年４月１日に行った消費税増税に伴う変更契約に係る事務処理につい

ては、予算規則及び浦添市事務決裁規程（以下、決裁規程という）に従い、適切に行わ

れていた。 

 

（ミドルウェア契約関連） 

ハードウェア及びミドルウェア賃貸借契約は、公募によるプロポーザル方式を採用し、

事業者を選定した後に随意契約を締結している。当該方式による契約方法を採用したこと

については、公平性、透明性及び客観性を保ち、複数の者からの企画・技術等の提案を受

けた中から市が調達する業務等の目的に最も適した事業者を選定できる可能性があるこ

とから、適正であったと思慮する。また、当該契約に係る執行伺、公募概要に記載された

公募期間及び締結伺等の書類に記載された契約期間等の日程が相違しており、変更の経緯

も確認できず、杜撰な事務処理を行っていたことが伺える。 

また、業者選定に係る透明性や公平性については、業者選定評価基準設定に係る資料及

び各審査委員の評価シート等の存在が確認できず、適切な事務執行がなされたか判断でき

ない。しかし、公募概要に業者選定に係る評価（審査）は、「当市関係職員と第五次総合

行政システム開発業者が行う。」とあり、当該プロポーザルにシステム開発業者のグルー

プ企業も応募していることから、システム開発業者との利害関係により公平な審査の妨げ

になる恐れ、またはその疑いを持たれる可能性がある。当該事業については、行政システ

ムと連携を図る必要があるという理由から、システム開発業者を評価者として参入させた

ものと思慮するが、仕様書において機器の仕様を明確に示しておけば、その必要はなかっ

たのではないかと思慮する。 

システム開発業者を評価者として参入させる必要性があったかどうかについては、疑問

が残る。 

 また、応募した１社の見積書が日付及び金額違いで２部提出されているが、どのよう

な経緯で２部提出されているのかが不明であった。業者選定への影響は無かったと思慮

されるものの、審査結果の報告に記載された金額が２部提出された見積書の両方とも相
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違しており、価格の根拠が明確ではなく、不適切であると思慮する。 

プロポーザル方式による契約は、契約期間を平成２１年１月１日から平成２５年１２月

３１日とした長期継続契約であったが、平成２６年から平成２８年までは、１年ごとに地

方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号を理由とした随意契約による契約を締結し

ており、契約相手方は前回と同じ事業者である。随意契約の理由として、現在使用してい

る機器等を引き続き賃借できるのは当該事業者のみであること等を挙げているが、これに

ついては、問題が無いものと思慮する。 

予定価格の設定については、先述した契約規則第３２条第３項のとおりであるが、平

成２６年の契約を除いては、予定価格設定の起案に設計書等の添付がなく、積算の根拠

は確認できなかったため、規定に従って設計されたものであるか、決裁権者が積算の適

否を確認し決裁を行ったかについては不明のため、判断できない。 

契約保証金については、契約規則第６条第１項本文において、市と契約を締結しよう

とする者は契約保証金の納付をするものとし、但し書きの各号に該当する場合は全部ま

たは一部を免除することができると規定している。当該契約においては、契約規則第６

条第１項第３号に定める「政令第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項に規

定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２カ年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２

回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこと

となるおそれがないと認められるとき。」に基づき契約保証金を免除しているが、その根

拠となる資料の添付が確認できなかったため、免除が適切だったかについては判断でき

ない。 

なお、予算規則及び決裁規程に規定された決裁及び総務部長及び財政課長合議等につい

ては適切に行われていた。 

 

（２）平成２０年度以降 第五次総合行政システム契約執行に関する事務                 

（検収・支払・契約解除） 

行政システム賃貸借契約第４条に、「納入及び検収」について定められている。同条第

１項で契約相手方は納入物を期限内に市に納めることを規定し、同条第２項で、市が納入

物を検査した上で、契約相手方に実施終了報告書を通知すると規定している。 

同条第２項に定められた実施終了報告書（検査合格書）が、平成２０年９月３０日付け

で発行されていることを資料により確認した。しかし当該報告書はＮＴＴ九州が裁判資料

として提出したもので、報告書１枚のみが存在しており、発行に係る起案文書等一式の存

在が確認できなかった。 

よって、情報政策課に、当時の検収について確認したところ、第１項の規定による期限

内の納品について、納品すべき物品に不足があったことを確認したとの回答を得た。 

また、システムの動作確認をしていることが資料より伺えるが、検収資料の存在が確認
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できないため、その後、全てのテスト結果が完了したかどうかは確認できないとの回答を

得た。 

また、検収とシステムの不具合との因果関係についても質問したところ、判断できない

と回答があった。 

納品物に不足がある状態で検収を行ったことは、事務手続きとして適切でないと思慮す

るが、システムの動作確認の検収について確認ができず、また検収とシステムの不具合と

の因果関係については確認できないことから、判断できない。 

 行政システムの契約に係る賃貸借料について、債務負担行為見積書では平成２０年度

から平成３０年度までの支払額が示されており契約書第６条では契約相手方からの毎月

の請求によって賃貸借料を支払う旨定められている。これについて平成２１年５月分か

ら平成２３年３月分が資料不足により支払実績の確認ができない分はあったものの、他

の年度においては会計課で毎月支払確認がされた附表又は財務会計システムより確認が

できるため、概ね適切に処理していたものと推察される。しかし、平成２８年度分につ

いては、当初予算計上時点で９カ月分までの計上となっており、平成２８年１２月分ま

での支払は確認できたものの、それ以降の支払確認ができなかった。その経緯について

は、１事実の確認（８）において記載したとおりであるが、この点については司法によ

り判断された部分のため本監査の対象外とする。 

 

（ミドルウェア契約関連） 

 第五次総合行政システム基盤賃貸借契約に係る賃貸借料について、長期継続契約を締結

することができる契約見積書では、平成２０年度から平成２５年度までの支払額が示され

ており、平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度については１年ごとに締結された契

約書にて、契約金額が示されている。 

契約書第４条では契約相手方からの毎月の請求によって賃貸借料を支払う旨定められ

ている。これについて平成２１年度分及び平成２２年度分については資料不足により支払

実績の確認ができなかったものの、他の年度においては、会計課で毎月支払確認がされた

附表又は財務会計システムより確認ができるため、概ね適切に処理していたものと推察さ

れる。 

 

（３）平成２１年度 第五次総合行政福祉システム公募から契約締結に関する事務 

当時の福祉システムの機器の寿命及びセキュリティーへの対応の必要性に加え、行政

システムと連携した第五次総合行政福祉システム（以下、福祉システムという）を構築

し、導入するための一連の契約である。 

監査のために要求した資料として、福祉システム構築に係る公募前の実施伺い、公募実

施要領に記載された予算額を決定した根拠資料、事業者選定の評価基準設定に係る資料、

各審査委員の評価シート、契約予定期日の変更に係る協議書等、契約書第１７条第１項に
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定められた主任担当者選任等に関する資料、契約書第１８条に定められた契約書に添付し

た仕様書があるが、いずれも資料の存在が確認できなかった。よって当該各項目について

は、規程又は契約等に従って執行されたものであるかは不明のため、判断できない。 

契約規則に定める契約保証金については、第６条第１項本文において契約保証金の納

付、但し書きの各号に該当する場合に免除ができる旨定められている。よって契約相手

方が決定した後に免除の対象となるか否かの判断が可能となるところ、公募に関する執

行伺の起案に添付されている契約書（案）において、契約保証金欄に「免除」と記載さ

れている。契約相手方の公募をする前の段階では免除の判断はできないものであるた

め、契約書（案）に免除の記載があることは適切でない。 

一方、契約締結時には、契約相手方として選定されたＮＴＴ九州が、市を被保険者と

して契約した履行保証保険の証券の提出をしたことを確認した。契約規則第６条第１項

第１号に定める「契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約

を締結したとき」に基づき免除しており、規定に沿った事務手続きが行われていたと言え

る。 

予定価格の設定については、２監査の判断（１）で記載した契約規則第３２条第３項

の規定によるものだが、福祉システム賃貸借契約の予定価格については、設定伺の起案

に設計書等の添付がなく、積算の根拠が確認できなかったため、規定に従って設計され

たものであるか、決裁権者が積算の適否を確認し、決裁を行ったかについては不明のた

め判断できない。 

また、記載されている業務価格と消費税相当額の合計額と、総計金額欄の金額は、本

来であれば一致すべきところだが相違が見られたため、情報政策課に弁明陳述の場で確

認をしたところ、総計金額欄の記載誤りが考えられるとの回答があった。誤った額が１

００円単位と少額であったこともあり、結果として契約金額に影響を与えるものではな

かったものの、誤った額を記載したことは不適切である。 

平成２１年３月２７日付けで提案コンペティションの採用通知を事業者宛てに発出し

ており、同月中に契約の締結を行う予定であったが、同月３１日には契約予定期日の変

更の通知を行っている。契約予定期日は「両者協議の上」とし、未定であった。変更の

理由として、過去２年間の業務分析では不明確な部分があり、再度詳細な分析を行う必

要が生じたためとしている。これについて、当時の文書等が存在しないため、それ以上

の事実は確認できず、当該延期の適否の判断はできないが、公募前に十分な業務分析を

行っていたかどうか、そして情報政策課での決裁時にチェック機能が働いていたかどう

かについては疑問が残る。その後、契約期日を平成２２年４月上旬とする通知を同年９

月３０日に事業者宛てに通知し、平成２２年４月３０日付けで契約を締結した。 

その後、機能追加及び仕様変更に伴い変更契約を行っているが、その執行伺の存在が

確認できず、平成２２年１２月２４日に締結伺が起案されている。また、平成２６年４

月１日の消費税増税に伴う変更契約も行われているが、これに関しては執行伺のみ確認
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でき、締結伺の存在が確認できなかったため、適切に行われていたか不明のため判断で

きない。 

その他の確認できた資料については、概ね規程等に準じて適切に起案されていた。 

福祉システムに係る契約については、現在では資料が確認できないものが多くあり、

判断できない点が多くあったが、適切とはいえない事務執行が各所に見受けられたた

め、決裁機能が十分に働いていなかったことが伺える。 

 

（４）平成２２年度以降 第五次総合行政福祉システム契約執行に関する事務 

（検収・支払・契約解除） 

福祉システム賃貸借契約第４条に、「納入及び検収」について定められている。同条第

１項で契約相手方は納入物を期限内に市に納めることを規定し、同条第２項で、市が納入

物を検査した上で、契約相手方に実施終了報告書を通知すると規定している。 

同条第２項に定められた実施終了報告書（検査合格書）が、平成２２年１０月８日付け

で発行されていることを資料により確認した。しかし当該報告書はＮＴＴ九州が裁判資料

として提出したもので、報告書１枚のみが存在しており、発行に係る起案文書等一式の存

在が確認できなかった。 

よって、情報政策課に、当時の検収について確認したところ、第１項の規定による期限

内の納品について、納品すべき物品に不足があったことを確認したとの回答を得た。 

また、システムの動作確認をしていることが資料より伺えるが、検収資料の存在が確認

できないため、その後、全てのテスト結果が完了したかどうかは確認できないとの回答を

得た。 

また、検収とシステムの不具合との因果関係についても質問したところ、判断できない

と回答があった。 

納品物に不足がある状態で検収を行ったことは、事務手続きとして適切でないと思慮

するが、システムの動作確認の検収について確認ができず、また検収とシステムの不具

合との因果関係については確認できないことから、判断できない。 

賃貸借料について、契約締結時の資料として添付された債務負担行為見積書では、平

成２２年度から平成３２年度までの支払い額が示されており、契約書第６条では、契約

相手方からの毎月の請求によって賃貸借料を支払う旨定められている。資料が存在せず

支払実績が確認できなかった平成２２年度分を除いては、平成２８年１２月分までの支

払いについて、資料及び財務会計システムより確認できたため、概ね適切に処理されて

いたものと推察される。 

しかし、平成２８年度分については、当初予算計上時点で９カ月分までの計上となっ

ており、平成２８年１２月分までの支払は確認できたものの、それ以降の支払確認がで

きなかった。その経緯については、１事実の確認（８）において記載したとおりである

が、この点については司法により判断された部分のため本監査の対象外とする。 
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（５）平成２２年度～平成２８年度 第五次総合行政システム等運用支援委託契約に 

関する事務 

 市とＮＴＴ九州との間で交わした行政システム賃貸借契約書第２５条第３項において、

本システムの不備等が発見された場合の修正を行う瑕疵担保期間は、検収が完了した日か

ら起算して１年とされている。このことから平成２２年度から改めて本システムを円滑に

運用するための維持保守委託契約を締結する必要があったことを確認した。 

平成２２年度及び平成２３年度の第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託

契約（以下、「運用支援及び維持保守委託契約」という）は、行政システムの共同構築事

業者であるＣ社を随意契約相手方として選定している。選定理由は、本システムの変更及

び改修が必要となる維持保守業務を遂行できるのは本システム構築を共同で行った同社

のみとしており、随意契約理由については、施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく

ものとしている。しかし、もう一つの構築事業者であるＮＴＴ九州を随意契約の相手方候

補としなかった理由については、資料から確認できず不明であり、Ｃ社のみが維持保守業

務を遂行できると判断したことについて、適切であったか判断できない。 

平成２４年度の運用支援及び維持保守委託契約は、同年度内に入札を行うことを理由に

随意契約が繰り返されている。これは、内閣府の沖縄振興特別推進交付金（以下、交付金

という）を活用し、地元企業に研修等を行い、受託資格を得た企業に入札を行って運用支

援及び維持保守業務を委託し、システムの改修や運用マネジメントを習得させることを目

的としたものであった。 

しかし、事業申請した「浦添市ＩＣＴ利活用地元企業育成事業」は内閣府から採択され

ず、当初に交付金で充当を予定していた委託料は単費で執行している。 

４回目の契約において指名競争入札を実施して落札した地元企業と運用支援及び維持

保守委託契約を行ったが、この指名競争入札の入札参加資格要件の一つに「第２回第五次

浦添市総合行政システム保守運用委託候補者の資格を有するもの」がある。この資格要件

は、情報政策課が実施する行政システムの保守、運用、機能追加、修正業務に係る技術を

習得させる研修会を受講して受託資格証を取得することが条件となっていた。この研修会

については、平成２４年１月１０日から平成２４年１月２６日の間で１２回実施しており、

指名競争入札に指名された業者については資格証を有していることを確認した。よって、

指名競争入札の業者指名については問題がなかったものと判断する。また、入札に係る事

務処理について、適切に行われたことが確認できた。 

平成２５年度の運用支援及び維持保守委託契約は、委託内容の再検討を行った後に競争

入札を行う予定であることを理由に、二度の随意契約を行っている。契約相手方は、前年

度と同じ地元業者としており、随意契約理由として、システム構築業者から直接業務引継

ぎを受けた唯一の業者であり、システムエラーについて早急な対応を図り遂行できること、

当時対応中の案件があり、委託業者が変わると対応に遅延が生じる等を挙げ、施行令第１
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６７条の２第１項第２号の、「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を適

用している。当該判断について、問題がなかったものと思慮する。 

平成２６年度、平成２７年度、平成２８年度の運用支援及び維持保守委託契約は、随意

契約を行っている。随意契約の理由として、平成２５年度と同様の理由で施行令第１６７

条の２第１項第２号に基づいたものであり、問題がなかったものと判断する。 

契約規則における契約保証金の規定については、２監査の判断（３）で述べたとおりで

あるが、平成２２年度から平成２８年度までの各契約において、入札による契約を除き、

締結伺本文で契約規則第６条第１項各号を用いて契約保証金を免除している。しかし、本

文に各号の条文のみが記載され、各号に該当している理由の記載がなく、根拠が不明確で

ある。本来は納めるものとされている契約保証金を、但し書きにより免除する場合は、そ

の根拠を明記すべきである。 

また、予定価格の設定については、先述した契約規則第３２条第３項のとおりである

が、本件各契約の予定価格の設定については、平成２２年度及び平成２３年度の起案に

設計書等の添付がなく、積算の根拠が確認できなかった。よって当該両年度においては

規定に従って設計されたものであるか、決裁権者が積算の適否を確認し、決裁を行った

かについては不明のため、判断できない。なお、平成２４年度から平成２８年度の起案

においては、設計書の添付が確認できた。 

平成２２年度から平成２８年度までの運用支援及び維持保守委託契約に関する契約事

務においては、契約保証金免除の根拠が不明確であること及び予定価格の積算根拠が不明

確であることを除いては、執行伺から契約の締結、委託料の支払いに至るまで、契約規則

及び決裁規程等に則り、概ね適切に処理されているものと認められたが、契約の根本であ

る契約相手方の選定という部分については、資料の確認ができなかったため判断ができな

かった。 

 

（６）平成２５年度 第五次総合行政システム等の検証方法に関する事務 

平成２５年度時点において、行政システム及び福祉システム（以下、両システムという）

が稼働して数年が経過しているが、慢性的な不具合、法制度改正に伴う対応やシステムの

性能について担当部署と情報政策課との認識に相違があるとして、行政改革推進室が検証

作業を行っている。 

検証方法は担当部署から現行システムに対しての現状・課題・改善策・情報政策課への

要望などの検証報告書を提出させ、それを取りまとめて情報政策課に検証を依頼し、回答

を求めるものであった。 

情報政策課は、その検証結果を浦添市電子計算組織運営管理委員会（以下、運営管理委

員会という）で協議し、現状業務分析を外部委託することを決定した。 

その分析結果を、浦添市電子計算組織専門部会（以下、専門部会という）で協議し、意

見を集約の上、運営管理委員会に諮り、両システムの動向を決定する流れとなっていた。 
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運営管理委員会は、「浦添市電子計算組織の運営管理に関する規程」（以下、運営管理規

程という）に基づき設置され、運営管理規程第６条第２号及び第６号において、電子計算

処理システムの開発及び選定に関すること、その他電子計算組織の運営管理に係る重要事

項に関することを調査、審議すると定められている。 

また、運営管理規程第９条において、運営管理委員会の担任事務に関する専門事項を調

査・研究させるため、専門部会を置くことができると定められている。 

この運営管理委員会の構成委員及び専門部会の部会員については、運営管理規程及び浦

添市電子計算組織運営管理事務要領で定められた職員であった。 

この運営管理委員会と専門部会の設置及び運営については、運営管理規程に定められた

手続きによって行われている。 

よって、両システムの検証を行う専門部会を設置して検討を行ったことや、運営管理委

員会において専門部会の意見及び外部の第三者による分析結果報告書の内容も踏まえて

パッケージシステムへ切り替える方針を承認したことなど、検証方法に関する一連の事務

の執行については問題がなかったものと判断する。 

 

（７）平成２５年度 第五次総合行政システム現状業務分析に関する事務（Ｅ社） 

 両システムは、導入から数年経過してもなお慢性的な不具合があり、法制度改正に伴う

システム改修費が高額であること、システムエラーチェックのために担当職員の負担が増

えることなど、両システムの継続稼働に限界を感じるとの担当部署からの意見があった。

このことから、情報政策課は今後の方向性を決定するための外部の第三者による両システ

ムの現状業務分析を実施すると判断したものであり、運営管理委員会で承認も得ているこ

とから、両システムの検証業務を外部委託したことは妥当と判断する。 

 次に、随意契約の事業者選定については、行政の業務を分析できること、両システムと

他の行政システム等を比較できること、行政システムの導入実績があること、システム運

用保守に関する研修を受講して両システムの内容を十分理解していること、次年度予算要

求に対応するため短期間での分析結果が必要であることなどの理由からＥ社が選定され

ており、この随意契約は施行令第１６７条の２第１項第２号に基づくもので、問題がなか

ったものと判断する。 

契約規則における契約保証金の規定については、２監査の判断（３）で述べたとおりで

あるが、本契約において、契約規則第６条第１項第８号の「委託契約の相手方が契約を履

行しないこととなるおそれがないと認められるとき」に基づき保証金を免除している。しか

し、契約を履行しないこととなるおそれがないと判断した理由の記載が無く、根拠が不明

確である。本来は納めるものとされている契約保証金を、但し書きにより免除する場合は、

その根拠を明記すべきである。 

 委託された業務については、業務分析結果報告書として契約期間内に納品して検収され

ていることを確認した。 
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 第五次総合行政システム現状業務分析に関する契約事務においては、契約保証金免除の

根拠が不明確であったことを除いては、執行伺から契約の締結、委託料の支払いにいたる

まで、契約規則及び決裁規程等に則り、概ね適切に処理されたものと認められた。 

 

（８）契約解除に対する訴訟外協議に関する事務 

 当該事務における主な内容は、平成２５年１１月２８日にｆ顧問弁護士に行政システム

の不具合等に関する相談を行ってから、平成２８年１２月１６日に本市がＮＴＴ九州に対

し両システムの契約解除の通知を行い、平成３１年２月１２日にＮＴＴ九州から提訴され

るまでの一連の経緯に関するものとなっている。 

この間に主に行われた事務としては、ＮＴＴ九州との対面やメール等による協議、及び

市顧問弁護士との調整である。 

市及びＮＴＴ九州の主張の内容、顧問弁護士との調整内容、市が契約解除及び賃借料の

支払いを停止した判断については、市の政策として決定された事項であること、また、結

果的に裁判で審理された部分であることから、その是非等については判断せず、今回の監

査においては、その間の事務手続き等が法令や規則等に則っていたかということを主眼に

置き、判断することとする。 

 当該期間に行った事務としては、契約解除にむけての庁内における調整、検討、顧問弁

護士への相談、調整、及びＮＴＴ九州との協議が主なものであるが、その過程においては

事務的な不手際は特に認められず、また、契約行為や予算執行等の事務処理は行われてい

なかった。 

協議に係る文書及びその他の文書に係る事務については、規程等に従い、適切に処理さ

れていることを確認した。 

情報政策課はＮＴＴ九州側との契約解除等の協議を行う際、都度、顧問弁護士に相談

を行っていることが資料により確認できる。法令及び契約で規定された条項に照らし、

判断した自らの解釈が適切であるかを確認するべく、市の相談機能として認められた顧

問弁護士を活用して専門的意見を得たものであることから、事務手続きとして問題はな

かったものと思慮する。 

協議中、市が平成２８年１０月２５日にＮＴＴ九州に対し行った質問で、平成２５年

１２月９日に実施された市とＮＴＴ九州の協議内容を示し、ＮＴＴ九州が後日改めてヒ

アリングを行うため市を訪問するという発言があったが、その後来庁がなかった理由に

ついて、返答を求めている。 

 その後ＮＴＴ九州からは、そのような発言を行った事実は確認できず、ヒアリングを

行う認識が無かった旨の回答を得ている。 

 平成２５年から平成２８年までの約３年間、市がＮＴＴ九州に対し、当該事項を確認

した事実はなかったのか、情報政策課に対し弁明陳述の場で確認したところ、当該期間

において、市が確認した事実は確認できなかったとの回答を得た。市が当時、ＮＴＴ九
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州からヒアリングが無いことについてどのような対応をしたか不明であるため、適切か

判断できない。 

 

（９）那覇地方裁判所 平成３１年（ワ）第９１号賃貸借料請求事件に関する事務 

ＮＴＴ九州からの提訴を受け、市は請求棄却を求める答弁書を提出した。 

本件訴訟のために締結した各種契約及び事務処理について以下の通り判断する。 

（ア）訴訟の追行を委任する訴訟代理人を置く必要が生じたため、平成３１年３月１８日

に、顧問弁護士であるＧ弁護士法人に訴訟委任状を発行するための起案をし、同月２０日

に決裁を終え、同日付けで委任状を発行している。 

しかしＧ弁護士法人との随意契約の執行伺は同月２５日に起案しており、契約締結日は

同月２６日となっている。 

随意契約執行伺本文に、答弁書の提出期限まで暇がなかったことが記載されており、訴

訟の委任がないと訴訟に対応できないことから、訴訟委任状を先に発行したことが伺える。

しかし、予算の執行が伴う委任については、先に金額を明記した契約を交わしておく必要

があるものと思慮する。よって契約の締結より先に訴訟委任状を発行した行為は、適切で

あるとは言えない。 

一方、提出期限が間近であるという理由から緊急性があるものと判断し、施行令第１６

７条の２第１項第５号を適用した随意契約による契約を締結したことについては、問題が

なかったものと思慮する。 

契約規則における契約保証金の規定については、２監査の判断（３）で述べたとおりで

あるが、本契約は契約規則第６条第１項第８号の「委託契約の相手方が契約を履行しない

こととなるおそれがないと認められるとき」に基づき保証金を免除している。しかし、契

約を履行しないこととなるおそれがないと判断した理由の記載が無く、根拠が不明確であ

る。本来は納めるものとされている契約保証金を、但し書きにより免除する場合は、その

根拠を明記すべきである。 

弁護士委任契約についてのその他の事務においては、委託料の支払に至るまで、契約規

則等に則り、適切に処理されているものと認められた。 

（イ）システムに関する不具合を示す裁判所提出資料の作成等を委託するための契約を、

令和２年度及び令和３年度にＤ社と締結している。施行令第１６７条の２第１項第２号

の「競争入札に適しないもの」を適用した随意契約とし、その理由を、システム運用保

守を行った実績があること及びシステム構築に携わっていないことという条件を満たす

事業者が、Ｄ社のみであったことを挙げている。 

保守事業者であれば当該システムに関して一定の知見を有していると判断でき、原告

と共にシステム構築を行った者を契約相手方として選定しないという意図も理解でき

る。そのため、契約の性質上、競争入札に適しないと判断したことに問題はなく、両条

件に該当する者が１者のみであったという理由でＤ社を選定したことは、適切であった
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ものと思慮する。 

契約保証金については、契約規則第６条第１項第６号の「指名競争入札の方法による契

約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が 100万円以下であり、かつ、契約の

相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき」に基づき保証金を

免除している。しかし、契約を履行しないこととなるおそれがないと判断した理由の記載

が無く、根拠が不明確である。記載がないことは適切ではなく、その根拠を明記すべきで

ある。 

また、予算規則第２０条第１項は、随意契約に係る実施伺について、施行令第１６７条

の２第１項第１号に掲げるものを除く全てを、財政課長及び財務部長に合議しなければならな

いと規定しているが、当該契約は同条項第２号を適用しているにも関わらず、財政課長及び

財務部長に合議されていない。予算規則に則った事務が行われていないことは不適切である。 

当該契約に係る委託料支払事務について、令和３年６月７日から同年８月３１日まで

の期間で契約締結された確認作業費用単価契約の検収者任命に係る資料及び検収に係る

資料の存在が確認できなかった。よって契約等に従って適切に処理されたものである

か、判断できない。 

その他の支払事務については、規則等に基づき適切に執行されているものと認められ

た。 

提訴を受けて発生した文書事務等については、以下の通り判断する。 

指定代理人指定届は、被告である市長が、代理人として企画部長等を指定し、裁判所

へ届け出るものであるが、当該起案の最終決裁権者を副市長としている。 

決裁規程第４条の市長の決裁事項として、第１１号に「不服申立、訟訴、和解及び調停

に関すること」と定められており、当該起案についても市長決裁とすべきであると思慮する

が、最終決裁権者が副市長となっていることは、適切でない。 

訴訟において裁判所より求められた資料については、準備書面等として提出した実績

が確認されたが、提出の際の起案が確認できなかったため、決裁規程等に従って処理さ

れたものであるかは不明であり、判断できない。 

一方、裁判での審理において報告が必要な事項をまとめた訴訟報告書及び弁護士より

提出のあった訴訟期日報告書については、適宜市長まで報告されたことが確認でき、事

務手続きとして不足は無かったものと思慮する。 

 

（１０）福岡高等裁判所 那覇支部令和４年（ネ）第７６号賃貸借料請求控訴事件に関す

る事務 

第１審の敗訴により、市は控訴することを決定した。これに起因して締結した各種契

約及び事務処理について以下の通り判断する。 

控訴審の事務を委任する者として、第１審から継続してＧ弁護士法人、そしてソフト

ウェア知見弁護士として新たにＨ法律事務所を選任している。 
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Ｇ弁護士法人に対する訴訟委任について、令和４年３月２８日に起案及び決裁を終え、

同月２９日付けで訴訟委任状を発行している。しかし随意契約の執行伺の起案日は同月

２９日となっており、委任の起案及び決裁日より後となっている。 

訴訟委任の起案には本文の添付がないため確認ができないが、随意契約執行伺の起案

本文では、控訴状の提出期限が迫っていることを理由に、施行令第１６７条の２第１項

第５号の「緊急性」を契約の根拠としている。よって訴訟委任についても、控訴状の提

出事務を委任するために至急起案をしたことが推察されるが、予算の執行が伴う委任に

ついては、先に金額を明記した契約を交わしておく必要があるものと思慮する。よって、

実際に控訴状の発行日が契約日と同日になっているとはいえ、契約締結前に委任の起案

をした行為は適切であるとは言えない。 

なお、Ｈ法律事務所への訴訟委任状については、契約締結日と同日付けで起案し発行

しているため、問題はなかった。 

随意契約の根拠として、２件ともに、裁判所への提出書類を期限内に提出する必要が

あることを理由として、施行令第１６７条の２第１項第５号の「緊急性があるもの」を

適用している。前述したように、書類提出期限まで暇がなかったことが資料から確認で

きるため、当判断について問題はなかったものと思慮する。 

契約規則における契約保証金の規定については、２監査の判断（３）で述べたとおり

であるが、当該２件の委託契約において、契約規則第６条第１項第８号の「委託契約の

相手方が契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき」に基づき、免除し

ている。しかし当該条項に該当する理由の記載が無く、根拠が不明確である。本来は納

めるものとされている契約保証金を、但し書きにより免除する場合は、その根拠を明記

すべきである。 

 次に、令和４年度及び令和５年度に契約締結をした第五次総合行政システム運用管理

に関する技術者確認作業等委託契約について判断する。当該契約は、委任弁護士より、

裁判所に提出する控訴理由書の作成のため、当時システム運用保守に従事していた事業

者の参画依頼があったことにより委託事業者を選定したものであり、施行令第１６７条

の２第１項第２号を適用した随意契約により、Ｄ社と契約を締結している。両契約につ

いては、第１審の際に締結した確認作業費用単価契約と同じ主旨の契約であり、同じ随

意契約理由で同事業者と契約を締結しているため、選定に問題はなかったものと思慮す

る。 

契約保証金については、契約規則第６条第１項第６号の「指名競争入札の方法による

契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が 100 万円以下であり、かつ、契

約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき」に基づき免

除している。令和４年度の契約においては、訴訟委任契約と同じく、当該条項に該当す

る理由の記載が無かった。根拠が不明確であることは適切でない。 

一方、令和５年度の契約については、適切に記載されていることが確認された。 
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以上が控訴審における各種契約であるが、前述した事項を除いては、執行伺から委託

料支払に至るまでの一連の事務の執行について、規則等に基づき適切に執行されている

ものと認められた。 

次に、控訴に係る文書事務等について判断する。 

令和４年３月１７日に控訴提起の意思決定の起案、同年４月６日に第１審弁護士に加

え他の弁護士を活用する意思決定の起案、同年４月７日に委任弁護士決定の起案をして

いる。各起案については、決裁規程第４条の市長の決裁事項として第１１号に掲げる「不

服申立、訟訴、和解及び調停に関すること」を根拠に市長決裁をしており、規程に沿った適

切な処理であったと認められる。 

また、訴訟において裁判所より求められた資料についても、準備書面等として作成、

起案され、決裁規程に則った適切な処理がされていることが認められた。 

弁護士より提出のあった期日報告書については、適宜市長まで報告されたことを確認

した。 

その後、裁判所からの和解勧告により、令和５年７月２４日に和解条項案を決定する

意思決定の起案、同月２６日に和解条項案の変更の起案をしており、２件ともに市長決

裁を得ていることが確認された。和解調書についても、市長までの供覧をしている。 

また、市議会に対し、令和５年８月１８日付け議案第４８号で議会の議決を求める議

案を提出しており、同日付けで可決されたことを確認した。 

以上のとおり、控訴審においては、概ね適切に事務が執行されたものと思慮する。 

 

 

３ 監査の意見 

【意見】 

先に述べたように、今回の監査において、現在では存在を確認できない資料が多数あ

った。また、情報政策課は裁判時に、両システムに係る当時の関係者らを集め、詳細な

事実の確認を行った。しかし時間の経過によりすでに関係者らの記憶に残っておらず、

資料の通りであるとの回答しか得られなかったことを、情報政策課に弁明陳述の場で確

認した。よって監査した内容は、残存していた資料及び情報政策課より回答を得た事項

に留まっており、監査要求された事項の一部については、判断するに至らなかった。 

確認できた事実から監査した事項については、次の通り意見を述べる。 

今回の監査により、事業を実施する過程において、規則及び契約等に沿っていない事

務、軽微な書類の記載誤り等が散見され、情報政策課内の決裁機能が十分働いていない

状況が伺えた。 

次に、訴訟が提起される発端となったシステム賃貸借料の支払い停止に関する事実に
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ついて、意見を述べる。 

契約解除に伴い賃貸借料の支払いを停止した行為について、当時の担当者及び決裁権

者は、顧問弁護士に相談の上、法令及び契約条項等に適合したものであると認識し、決

定したことが議事録等に記されている。このことから、当時は支払いを停止した行為が

正当なものであると理解しており、故意に法令や契約に背いた行為を行っていたもので

はないといえる。 

 また、前述のとおり、法令や契約条項の解釈について事前に確認を取っていたことか

ら、支払いを停止した行為が、法令等の解釈に適合していないという事実を知り得るこ

とは困難であったものと思慮する。 

 そして第１審で敗訴後、控訴をした事実についても、適正な司法判断を求めた行為と

して差し支えなかったものと思慮する。 

 裁判で審理された部分については、すでに判決が下され終結しているため、監査の判断

に及ばないが、裁判に付随する事務処理については、適切な手続きを踏んでいることから、

問題がなかったものと言える。 

行政事務においては、適法且つ公正に事務を執行することが求められるが、日々業務を

行う中で改めてその根拠となる法令等を確認し、遵守に努めるとともに、内部統制につい

ても機能強化を図られたい。 

 

【付言】 

本件監査の意見については前述のとおりであるが、以下の通り申し添える。 

両システムの導入によって、職員に必要以上の事務負担が生じ、それにより契約解

除、訴訟に至ったという事実がある。 

両システムは、当時新たな考え方で導入されたものであり、その発案自体は、当時の

電算システムにおける諸課題を改善するための方策として一定の合理性はあったものと

認められる。しかし導入の結果、過大な事務負担が生じ、契約解除に向けての業者との

協議、庁内での会議、また訴訟に係る事務等において、職員が費やした時間は計り知れ

ず、事務の効率化を図るためのシステム導入が、逆に円滑な事務執行の阻害要因となっ

てしまった。 

そもそも両システムの導入について、実際にシステムを利用する職員に対しどの程度

の周知や意見の聴取が行われていたか、今回の監査では資料不足により明らかにはなら

なかったが、システムの仕様の実現可能性の議論や、導入に向けての庁内での合意形成

過程が十分とは言えなかったと推察される。 

効率的で効果的な行政運営を図る上で、組織全体に関わる案件については、十分協議

を重ねた上で執行することが必要と考えられる。両システムの導入により生じた結果に

ついては、真摯に反省すべきである。 

そして今回の件を今後の施策推進に活かしていくことを要望する。 
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４ 事実の確認に用いた資料等 

 

【情報政策課提出資料】 

（１） 平成１９年度第五次総合行政システム公募から契約締結に関する事務 

① 平成１９年４月２３日「新基幹行政システム共同開発」ご提案書 

（ＮＴＴ九州・Ｃ社） 

②  平成２０年１月８日 第五次総合行政システム構築に係る公募について（意見

聴取） 

③ 平成２０年３月４日 第五次総合行政システム構築に係る公募について（公募） 

④ 平成２０年３月４日 提案コンペティション参加申請書［第五次総合行政システ

ム構築に係る公募］ 

⑤ 平成２０年３月１３日 第五次総合行政システム構築プロジェクト進捗説明会 

の開催について（通知） 

⑥ 平成２０年３月１７日 第五次総合行政システム賃貸借契約について（予定価格

の設定） 

⑦ 平成２０年３月１７日 第五次総合行政システム構築ご提案書 

（ＮＴＴ九州・Ｃ社） 

⑧ 平成２０年３月２１日 第五次総合行政システム構築に係る公募について（結果

報告） 

⑨ 平成２０年３月２１日 第五次総合行政システム構築に係る公募について（結果

通知） 

⑩ 平成２０年３月２８日 第五次総合行政システム構築に係る公募について（契

約） 

⑪ 平成２０年３月２８日 入札・履行保証保険証 

⑫ 平成２０年３月３１日 第五次総合行政システム賃貸借契約書 

⑬ 平成２６年４月１日 第五次総合行政システム賃貸借変更契約 

 

 （ミドルウェア契約関連） 

① 平成２０年１０月１５日 「第五次総合行政システム基盤整備にかかるハード 

ウェア及びミドルソフトウェア調達事業」の公募について 

② 平成２０年１１月７日 「第五次総合行政システム基盤整備にかかるハードウ 

ェア及びミドルソフトウェア調達」公募に関する予定価格の設定について 

③ 平成２０年１１月１０日 第五次総合行政システム基盤整備にかかるハードウ 

ェア及びミドルウェア調達事業ご提案書 ２件 

④ 平成２０年１１月１８日 「第五次総合行政システム基盤整備にかかるハード 



42 

 

ウェア及びミドルソフトウェア調達」公募について（決定伺） 

⑤ 平成２０年１１月２７日 「第五次総合行政システム基盤整備にかかるハード 

ウェア及びミドルソフトウェア調達」公募の結果通知について（通知） 

⑥ 平成２０年１２月２５日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）について（締結伺） 

⑦ 平成２５年１２月６日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整備 

一式）に係る随意契約の執行について 

⑧ 平成２５年１２月１６日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）に係る予定価格の設定について 

⑨ 平成２５年１２月２４日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）に係る契約の締結について 

⑩  平成２５年１２月２６日 賃貸借契約書 

⑪ 平成２６年１２月１６日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整備 

一式）に係る随意契約の執行について 

⑫ 平成２６年１２月１７日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）に係る予定価格の設定について 

⑬ 平成２６年１２月２６日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）に係る契約の締結について 

平成２６年１２月２６日 賃貸借契約書 

⑭ 平成２７年１２月７日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整備 

一式）に係る随意契約の執行について 

⑮ 平成２７年１２月１８日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）に係る予定価格の設定について 

⑯ 平成２７年１２月２８日 賃貸借契約（浦添市第五次総合行政システム基盤整 

備一式）に係る随意契約の締結について 

⑰  平成２７年１２月２８日 賃貸借契約書 

 

（２） 平成２０年度以降 第五次総合行政システム契約執行に係る事務(検収・支払・

契約解除） 

① 平成２０年９月３０日 実施終了報告書（検査合格書） 第五次総合行政システ

ム賃貸借契約 

② 平成２０年１２月１９日 検査受検書 第五次総合行政システム賃貸借契約  

別添資料 第五次総合行政システム システム構築仕様書 

③ 平成２０年３月３１日 債務負担行為に基づく支出負担行為伺票 第五次総合 

行政システム賃貸借料 負担行為額 501,480,000円 

④ 平成２０年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料  
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負担行為額 25,074,000円 

⑤ 平成２１年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料  

負担行為額 50,148,000円 

⑥ 平成２２年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料  

負担行為額 50,148,000円 

⑦ 平成２３年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料  

負担行為額 50,148,000円 

⑧ 平成２４年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料  

負担行為額 50,148,000円 

⑨ 平成２５年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料 

負担行為額 50,148,000円 

⑩ 平成２６年４月１日 債務負担行為に基づく支出負担行為伺票（変更増）第五次

総合行政システム賃貸借料 負担行為額 6,447,600円 

⑪ 平成２６年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料  

負担行為額 51,580,800円 

⑫ 平成２６年４月１日 債務負担行為に基づく支出負担行為伺票（変更増） 

第五次総合行政システム賃貸借料 負担行為額 6,447,600円 

⑬ 平成２６年４月１日 消費税増税に伴う変更契約について（第五次総合行政シ 

ステム賃貸借） 

⑭ 平成２７年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料負担

行為額 51,580,800円 

⑮ 平成２８年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム賃貸借料 負

担行為額 38,685,600円 

 

（ミドルウェア契約関連） 

① 平成２０年１２月２５日 支出負担行為伺票 電子計算機賃借料（第五次総合

行政システム基盤整備一式） 負担行為額 15,082,200円 

② 平成２１年４月１日 支出負担行為伺票 電子計算機賃借料（第五次総合行政

システム基盤整備一式） 負担行為額 60,328,800円 

③ 平成２２年４月１日 支出負担行為伺票 電子計算機賃借料（第五次総合行政

システム基盤整備一式） 負担行為額 60,328,800円 

④ 平成２３年４月１日 支出負担行為伺票 電子計算機賃借料（第五次総合行政

システム基盤整備一式） 負担行為額 60,328,800円 

⑤ 平成２４年４月１日 支出負担行為伺票 電子計算機賃借料（第五次総合行政

システム基盤整備一式） 負担行為額 60,328,800円 

⑥ 平成２５年４月１日 支出負担行為伺票 電子計算機賃借料（第五次総合行政
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システム基盤整備一式） 負担行為額 45,246,600円 

⑦ 平成２５年１２月２６日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム基盤整

備一式 平成２５年度 負担行為額 7,396,515円 

⑧ 平成２６年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム基盤整備一

式 平成２６年度 負担行為額 22,823,532円 

⑨ 平成２７年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム基盤整備一

式 平成２７年度 負担行為額 16,456,932円 

⑩ 平成２８年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム基盤整備一

式 平成２８年度 負担行為額 18,422,802円 

 

（３）平成２１年度 第五次総合行政福祉システム公募から契約締結に関する事務 

  ① 平成２１年３月１２日 第五次福祉システム構築に係る公募について 

  ② 提案コンペティション参加申請書（第五次福祉システム構築に係る公募） 

  ③ 平成２１年３月１７日 提案コンペティション参加申請書（第五次福祉システム

構築に係る公募） 

④ 平成２１年３月１８日 プロポーザル参加申請書兼現場説明会参加者通知書（第

五次福祉システム構築賃貸借契約） 

⑤ 平成２１年３月２５日 第五次福祉システム構築に係る公募に関する予定価格の

設定について 

⑥ 平成２１年３月２５日 第五次福祉システム構築ご提案書（２件） 

⑦ 平成２１年３月２７日 「第五次福祉システム構築」に係る公募について（決

定） 

⑧ 平成２１年３月２７日 「第五次福祉システム構築」に係る公募の結果通知につ

いて 

⑨ 平成２１年３月３１日 第五次総合福祉システム賃貸借契約予定期日の変更につ

いて（通知） 

⑩ 平成２１年３月３１日 入札・履行保証保険証 

⑪ 平成２１年９月３０日 第五次総合福祉システム賃貸借契約予定期日の変更につ

いて（通知） 

⑫ 平成２２年４月１９日 第五次総合福祉システム賃貸借契約の締結について 

⑬ 平成２２年４月２８日 入札・履行保証保険証 

⑭ 平成２２年４月３０日 第五次総合行政福祉システム賃貸借契約書 

⑮ 履行協議書（第 1回～第４回） 

⑯ 平成２２年１２月２４日 第五次総合行政福祉システム変更契約について（締 

結伺） 

⑰ 平成２２年１２月２８日 第五次総合行政福祉システム賃貸借変更契約 
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⑱ 平成２６年４月１日 消費税増税に伴う変更契約について（第五次総合行政福祉

システム賃貸借） 

⑲ 平成２６年４月１日 第五次総合行政福祉システム賃貸借変更契約 

 

（４） 平成２２年度以降 第五次総合行政福祉システム契約執行に関する事務（検収・

支払・契約解除） 

① 平成２２年１０月８日 実施終了報告書（検査合格書） 第五次総合行政福祉

システム賃貸借契約 

② 平成２２年１２月２８日 完了報告書 第五次総合行政福祉システムに係るソ

フトウェア賃貸借及びシステム構築（仕様変更） 

③ 平成２２年４月３０日 債務負担行為に基づく支出負担行為伺票 第五次総合

行政福祉システム賃貸借契約 負担行為額 305,953,200円 

④ 平成２２年４月３０日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸

借料 負担行為額 16,102,800円 

⑤ 平成２２年１２月２８日 債務負担行為に基づく支出負担行為伺票（変更） 

第五次総合行政福祉システム賃貸借契約 負担行為額 22,465,296円 

⑥ 平成２２年１２月２８日 支出負担行為伺票（変更） 第五次総合行政福祉シ

ステム賃貸借料 負担行為額 591,192円 

⑦ 平成２３年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸借

料 負担行為額 34,570,368円 

⑧ 平成２４年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸借

料 負担行為額 34,570,368円 

⑨ 平成２５年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸借

料 負担行為額 34,570,368円 

⑩ 平成２６年４月１日 債務負担行為に基づく支出負担行為伺票（変更増） 第

五次総合行政福祉システム賃貸借料 負担行為額 6,420,180円 

⑪ 平成２６年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸借

料 負担行為額 35,558,088円 

⑫ 平成２７年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸借

料 負担行為額 35,558,088円 

⑬ 平成２８年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政福祉システム賃貸借

料 負担行為額 26,668,566円 

   

（５） 平成２２年度～平成２８年度 第五次総合行政システム等運用支援委託契約に関

する事務（Ｃ社、Ｄ社） 

   （随意契約による契約 契約期間：平成２２年４月２日から平成２４年８月３１日） 
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① 平成２２年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約

にかかる予算の執行について 

② 平成２２年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約

にかかる予定価格の設定について 

③ 平成２２年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約

の締結について 

④ 平成２２年４月１日 浦添市第五次総合行政システム運用支援業務委託契約書 

⑤ 平成２２年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム運用支援及

び維持保守料 負担行為額 15,120,000円 

⑥ 平成２３年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約

にかかる予算の執行について 

⑦ 平成２３年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約

にかかる予定価格の設定について 

⑧ 平成２３年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守契約の締

結について 

⑨ 平成２３年４月１日 浦添市第五次総合行政システム運用支援業務委託契約書 

⑩ 平成２３年４月１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システムの運用支援

及び維持保守料 負担行為額 22,680,000円 

⑪ 平成２４年３月２７日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契

約にかかる予算の執行について 

⑫ 平成２４年４月２日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約

にかかる予定価格の設定について 

⑬ 平成２４年４月２日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守契約の契

約締結について 

⑭ 平成２４年４月２日 浦添市第五次総合行政システム運用支援業務委託契約書 

⑮ 平成２４年４月２日 支出負担行為伺票 平成２４年度第五次総合行政システ

ム運用支援業務委託 負担行為額 5,670,000円 

⑯ 平成２４年４月２日 完了報告書 平成２４年度第五次総合行政システム運用

支援業務委託契約 

⑰ 平成２４年６月２０日 第五次総合行政システム運用支援委託契約に係る変更

契約について 

⑱ 平成２４年６月２５日 第五次総合行政システム運用支援委託契約に係る変更

契約書 

⑲ 平成２４年６月２５日 支出負担行為伺票 平成２４年度第五次総合行政シス

テム運用支援業務委託 負担行為額 1,890,000円 

⑳ 平成２４年７月２０日 第五次総合行政システム運用支援委託契約に係る変更
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契約について 

㉑ 平成２４年７月２５日 第五次総合行政システム運用支援委託契約に係る変更

契約書 

㉒ 平成２４年７月２５日 支出負担行為伺票（変更増）平成２４年度第五次総合

行政システム運用支援業務委託 負担行為額 1,890,000円 

 

（入札による契約 契約期間：平成２４年９月１日から平成２５年３月３１日） 

① 平成２４年８月６日 ＩＣＴ利活用地元企業育成事業に係る五次総合行政シス

テム運用支援及び維持保守委託契約の執行について 

② 平成２４年８月７日 指名業者選定について（第五次総合行政システム運用支

援及び維持保守委託業務） 

③ 平成２４年８月８日 指名競争入札参加指名通知 

④ 平成２４年８月１６日 予定価格の設定（第五次総合行政システム運用支援及

び維持保守委託業務） 

⑤ 平成２４年８月２０日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契

約に係る入札結果の報告について 

⑥ 平成２４年８月２７日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契

約に係る契約締結について 

⑦ 平成２４年８月２７日 浦添市第五次総合行政システム運用支援及び維持保守

委託業務仕様書 

⑧ 運用管理作業内容／役割分担表 

⑨ 平成２４年８月２７日 支出負担行為伺票 システム運用支援及び維持保守委

託業務料期間 平成２４年９月１日～平成２５年３月３１日 

 

（随意契約による契約 契約期間：平成２５年４月１日から平成２８年１１月３０日） 

① 平成２５年３月２８日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約  

に係る予算の執行について（予算執行伺） 

② 平成２５年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約に

係る予定価格の設定について（予定価格設定伺） 

③ 平成２５年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託契約の

契約締結について（契約締結伺） 

④ 平成２５年４月１日 浦添市第五次総合行政システム運用支援業務委託契約書 

⑤ 平成２５年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守委託業務仕

様書 

⑥ 運用管理作業内容／役割分担表 

⑦ 平成２５年４月１日 支出負担行為伺票 平成２５年度第五次総合行政システム
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運用支援業務委託 負担行為額 5,775,000円 

⑧ 平成２５年７月１８日 第五次総合行政システム運用支援業務委託契約の執行に

ついて（予算執行伺） 

⑨ 平成２５年７月１９日 第五次総合行政システム運用支援業務委託契約に係る予

定価格の設定について（予定価格設定伺） 

⑩ 平成２５年７月２６日 第五次総合行政システム運用支援業務委託契約の契約締

結について（契約締結伺） 

⑪ 平成２５年８月１日 浦添市第五次総合行政システム運用支援業務委託契約書 

⑫ 平成２５年８月１日 第五次総合行政システム運用支援業務委託契約仕様書 

⑬ 運用管理作業内容／役割分担表 

⑭ 平成２５年８月１日 支出負担行為伺票 平成２５年度第五次総合行政システム

運用支援業務委託 負担行為額 11,550,000円 

⑮ 平成２６年３月３１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託

契約の随意契約の執行について（予算執行伺） 

⑯ 平成２６年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約に係る予定価格の設定について（予定価格設定伺） 

⑰ 平成２６年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約の随意契約の締結について（契約締結伺） 

⑱ 平成２６年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約書 

⑲ 平成２６年４月１日 支出負担行為伺票 平成２６年度第五次総合行政システム

運用支援業務委託 負担行為額 5,940,000円 

⑳ 平成２６年７月２日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約の執行について（予算執行伺） 

㉑ 平成２６年７月１１日 第五次総合行政システム運用支援業務委託契約に係る予 

定価格の設定について（予定価格設定伺） 

㉒ 平成２６年７月２５日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託

契約の契約締結について（契約締結伺） 

㉓ 平成２６年８月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約書 

㉔ 平成２６年８月１日 支出負担行為伺票 平成２６年度第五次総合行政システム

運用支援業務委託 負担行為額 11,880,000円 

㉕ 平成２７年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約の随意契約の執行について（予算執行伺） 

㉖ 平成２７年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約に係る予定価格の設定について（予定価格設定伺） 
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㉗ 平成２７年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約の随意契約の締結について（契約締結伺） 

㉘ 平成２７年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約書 

㉙ 平成２７年４月１日 支出負担行為伺票 平成２７年度第五次総合行政システム

運用支援業務委託 負担行為額 17,820,000円 

㉚ 平成２８年３月２５日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託 

契約の随意契約の執行について（予算執行伺） 

㉛ 平成２８年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約に係る予定価格の設定について（予定価格設定伺） 

㉜ 平成２８年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約の随意契約の締結について（契約締結伺） 

㉝ 平成２８年４月１日 第五次総合行政システム運用支援及び維持保守業務委託契

約書 

 ㉞ 平成２８年４月１日 支出負担行為伺票 平成２８年度第五次総合行政システム

運用支援業務委託 負担行為額 11,880,000円 

 

（６）平成２５年度 第五次総合行政システム等の検証方法に関する事務 

   ① 平成２５年７月１９日 第五次総合行政システム検証について（回答） 

② 平成２５年８月９日 第五次総合行政システム検証について（報告：行政改革推

進室） 

③ 平成２５年８月１４日 浦添市電子計算組織運営管理委員会の参加について（依

頼） 

④ 平成２５年８月１９日 平成２５年度第１回浦添市電子計算組織運営管理委員会

に関する議事録（報告伺：平成２５年８月１６日開催） 

⑤ 平成２５年９月４日 第五次総合行政システム現状業務分析のヒアリングについ

て（依頼） 

⑥ 平成２５年１０月２２日 平成２５年度第２回浦添市電子計算組織運営管理委員

会結果について（通知） 

⑦ 平成２５年１０月２２日 浦添市電子計算組織専門部会の開催について（通知） 

⑧ 平成２５年１１月１１日 平成２５年度第２回浦添市電子計算組織運営管理委員

会に関する議事録（報告：平成２５年１０月１７日開催） 

⑨ 平成２５年１１月１４日 第五次総合行政システム現状業務分析結果報告及び専

門部会の設置について 

⑩ 平成２５年１１月１４日 浦添市電子計算組織専門部会参加について（依頼） 

⑪ 平成２５年１１月２２日 平成２５年度第２回電子計算組織専門部会の参加につ
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いて（依頼） 

⑫ 平成２５年１１月２８日 第五次総合行政システムのシステム改修費用について

（依頼） 

⑬ 平成２５年１２月１３日 平成２５年度第３回電子計算組織専門部会の参加につ

いて（依頼） 

⑭ 平成２５年１２月２０日 第五次総合行政システム入れ替えによる効果について

（依頼） 

⑮ 平成２６年２月３日 平成２５年度第３回浦添市電子計算組織運営管理委員会の

招集について（通知） 

⑯ 平成２６年２月１７日 第五次総合行政システム入れ替えに伴う効果等について

（報告） 

⑰ 平成２６年３月７日 平成２５年度第３回浦添市電子計算組織運営管理委員会に

関する議事録（報告：平成２６年２月１８日開催） 

 

（７）平成２５年度 第五次総合行政システム現状業務分析に関する事務（Ｅ社） 

  ① 平成２５年８月２０日 第五次総合行政システム現状業務分析委託（執行伺） 

  ② 平成２５年８月２２日 第五次総合行政システム現状分析業務委託（予定価格の

設定） 

  ③ 平成２５年８月２３日 第五次総合行政システム現状業務分析委託（締結伺） 

  ④ 平成２５年８月２６日 浦添市第五次総合行政システム現状分析業務委託契約書 

    ⑤ 平成２５年８月２６日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム現状業務分

析委託 負担行為額 1,470,000円 

⑥ 平成２５年１０月３１日 納品書 

⑦ 平成２５年１０月３１日 現状業務分析委託事業 業務分析結果報告書 

⑧ 平成２５年１０月３０日 報告書の提出について 

⑨ 平成２５年１１月１日 検査員の任命（第五次総合行政システム現状業務分析委           

託） 

 

（８）契約解除に対する訴訟外協議に関する事務 

（協議その１） 

〔平成２５年から平成２８年〕 

① 平成２５年１２月９日 議事録「第一回ＮＴＴデータ九州との協議」（作成・市） 

② 平成２８年７月２９日 議事録「第五次総合行政システム賃貸借契約書に係る 

協議（第３回目）」（作成・ＮＴＴ九州） 

③ 平成２８年６月７日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解除について（通 

知）（浦企情第２７号） 
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④ 郵便物等配達証明書（平成２８年６月８日発送分） 

⑤ 平成２８年６月１０日付文書 「第五次総合行政システム賃貸借契約に関しま 

して」（平成２８年６月１５日収受 浦企情第３０号） 

⑥ 平成２８年６月１５日 議事録「第五次総合行政システム賃貸借契約の解約に 

ついて」（作成・ＮＴＴ九州） 

⑦ 平成２８年６月２１日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「第五次総合行政システム賃貸借契約の解約に関する６/１５議事録（案）および 

弊社の認識に関する文書の送付」（平成２８年６月２１日収受 浦企情第３３号） 

⑧ 平成２８年７月１日 議事録「第五次総合行政システム賃貸借契約の解約につい  

て」（作成・ＮＴＴ九州） 

⑨ 平成２８年７月１１日 第五次総合行政システム賃貸借契約に係る貴社の認 

識について（通知）（浦企情第３８号） 

⑩ 平成２８年７月１９日付文書（平成２８年７月２０日収受 浦企情第４２号） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五次総合行政福祉システム賃貸借 

契約に関しまして」 

⑪ 平成２８年７月２９日議事録（作成・ＮＴＴ九州） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約書に係る協議（第３回目）」 

⑫ 平成２８年９月１２日議事録（案）（作成・ＮＴＴ九州） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約書に係る協議（第４回目）」 

⑬ 平成２８年１０月１２日議事録 

「第五次総合行政システムの解約手続きについて」 

⑭ 平成２８年１０月２０日 第五次総合行政システム解約手続きの調整について 

（議事録）（報告）（平成２８年１０月１２日） 

⑮ 平成２８年１０月２１日議事録（案）（作成・ＮＴＴ九州） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約書に係る協議（第５回目）」 

⑯ 平成２８年１０月２４日 第五次総合行政システムの問い合わせについて（問 

い合わせ） 

⑰ 平成２８年１０月２５日送付資料（開発業者ヒアリング資料） 

⑱ 平成２８年１０月２５日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 

⑲ 平成２８年１０月２７日 メール ＮＴＴ九州より受信 

「10/25お問い合わせの回答及び 10/21議事録送付」 

⑳ 平成２８年１０月２８日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 

㉑ 平成２８年１０月３１日付メール ＮＴＴ九州より受信 

（再送）【４点連絡いたします。ご確認・ご対応をお願いいたします】（日程 

調整依頼）副市長面会」 

㉒ 平成２８年１１月２日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 
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㉓ 平成２８年１１月７日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「【回答いたします】「開発業者ヒアリング」資料に対する弊社見解について」 

㉔ 平成２８年１１月１７日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 

㉕ 平成２８年１１月１７日 メール ＮＴＴ九州より受信 

㉖ 平成２８年１１月１８日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「ＲＥ：（再送）【４点連絡いたします。ご確認・ご対応をお願いいたします】（日程 

調整依頼）副市長面会」 

㉗ 平成２８年１２月１６日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解除について 

（通知）（浦企情第７０号） 

㉘ 平成２８年１２月２０日 メール ＮＴＴ九州より受信 

㉙ 平成２８年１２月２１日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 

㉚ 平成２８年１２月２２日収受 郵便物等配達証明書（平成２８年１２月１９日発

送分） 

㉛ 平成２８年１２月２２日付文書（平成２８年１２月２６日収受 浦企情第 74 号） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五次総合行政福祉システム賃貸借契 

約に関しまして」 

㉜ 平成２８年１２月２２日 メール ＮＴＴ九州より受信 

㉝ 平成２８年１２月２７日 平成２８年１２月２２日付 株式会社エヌ・ティ・ 

ティ・データ九州の問い合わせに係る回答について（回答） 

㉞ 平成２８年１２月２７日付メール ＮＴＴ九州宛て送信 

㉟ 平成２８年１２月２７日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「ＲＥ：【急ぎ確認させてください】12/20受領した第五次総合行政システム賃貸 

借契約の解除に関する文書について」 

㊱ 平成２８年１２月２８日 「株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州の問い合わせ 

に係る回答について」 

㊲ 平成２８年１２月２８日付メール ＮＴＴ九州宛て送信 

㊳ 平成２８年１２月２８日付メール ＮＴＴ九州より受信 

 

〔平成２９年〕 

① 平成２９年１月２３日議事録「第７回目 第五次総合行政システム及び第五次総

合行政福祉システムの賃貸借に関する浦添市様とのお打合せ」（作成・ＮＴＴ九州） 

② 平成２９年２月２０日付メール ＮＴＴ九州より受信 

③ 平成２９年２月２１日付文書（平成２９年２月２３日収受 浦企情第８５号） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五次総合行政福祉システム賃貸借契

約に係る代金のお支払いにつきまして」 

④ 平成２９年２月２７日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 
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⑤ 平成２９年３月１日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「【修正案の送付】平成２９年１月２３日訪問議事録（確定版）の送付」 

⑥ 平成２８年１１月２２日議事録（作成・ＮＴＴ九州） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約書に係る協議（第６回目）」 

⑦ 平成２９年３月２４日付文書（平成２９年３月２７日収受 浦企情第９３号） 

「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五次総合行政福祉システム賃貸借契

約に係る賃料のご請求につきまして」 

⑧ 平成２９年３月３０日議事録「第８回目第五次総合行政システム及び第五次総 

合行政福祉システムの賃貸借に関する浦添市様とのお打合せ」（作成・ＮＴＴ九州） 

⑨ 平成２９年６月２日 「公文書非公開決定通知書（通知）」 

⑩ 平成２９年６月２日 「公文書不存在による請求拒否決定通知書（通知）」 

⑪ 平成２９年７月２７日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解除について（通

知） 

⑫ 平成２９年８月２日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解除について（通知）

（浦企情第５７号） 

⑬ 平成２９年８月４日議事録 「第９回目 第五次総合行政システム及び第五次総

合行政福祉システムの賃貸借に関する浦添市様とのお打合せ」（作成・ＮＴＴ九州） 

⑭ 平成２９年８月７日付 復命書 第五次総合行政システムの契約解除に係る説明

（平成２９年８月４日） 

⑮ 平成２９年８月２９日 第五次総合行政システム解約処理（議事録）（報告） 

（平成２９年８月２４日 第五次総合行政システム解約処理） 

 

（協議その２） 

① 平成２９年１１月２日付文書「貴市松本市長と弊社社長とのお打合せについ 

て」（平成２９年１１月２日収受 浦企情第９７号） 

② 平成２９年１１月２日議事録（案）「第１０回目第五次総合行政システム及び第五 

次総合行政福祉システム賃貸借契約に関する浦添市様とのお打合せ」 

③ 平成２９年１１月１０日 第五次総合行政システム解約処理（議事録）（報告）（平

成２９年１１月２日 第五次総合行政システム解約処理） 

④ 平成２９年１１月１６日 ＮＴＴデータ九州からの問い合わせについて（回 

答） 

⑤ 平成２９年１２月１５日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「検証作業提案資料の送付」（平成２９年１２月１５日収受 浦企第１１５号） 

⑥ 第五次総合行政システム及び第五次総合行政福祉システム検証作業シート 

⑦ 平成２９年１２月２１日 第五次総合行政システム検証作業の依頼事項につい 

て（回答）（浦企情第１１５号） 
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⑧ 平成３０年１月１８日 第五次総合行政システム及び第五次総合行政福祉シス 

テムの検証作業シートについて（提出） 

平成３０年４月１６日付メール ＮＴＴ九州より受信 

平成３０年４月１７日付メール ＮＴＴ九州宛て送信 

⑨ 平成３０年４月２０日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「ＲＥ：平成３０年４月１０日議事録（案）の送付【ＮＴＴデータ九州】」 

⑩ 平成３０年４月２６日 ＮＴＴデータ九州の平成３０年４月１０日議事録修正 

案について（回答） 

⑪ 平成３０年４月２７日 ＮＴＴデータ九州の資料提供等について（依頼） 

⑫ 平成３０年４月２７日 メール ＮＴＴ九州宛て送信 

「【浦添市】ＮＴＴデータ九州様の資料提供等について（依頼）」 

⑬ 平成３０年５月１１日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「浦添市様からの平成３０年４月２７日付メールへのご回答【ＮＴＴデータ九州】」 

⑭ 平成３０年５月２５日付メール ＮＴＴ九州宛て送信 

「ＲＥ：浦添市様からの平成３０年４月２７日付けメールへのご回答【ＮＴＴデー 

タ九州】」 

⑮ 平成３０年５月２５日 ＮＴＴデータ九州の平成３０年４月１０日議事録修正 

案について（回答） 

⑯ 平成３０年６月１９日付文書 「代表取締役変更のお知らせ」（平成３０年６月 

２１日収受） 

⑰ 平成３０年６月２９日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「ＲＥ：浦添市様からの平成３０年４月２７日付けメールのご回答【ＮＴＴデータ 

九州】」 

⑱ 平成３０年７月５日 ＮＴＴデータ九州の平成３０年６月２９日付け問い合わ

せについて（回答） 

⑲ 平成３０年７月１０日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「ＲＥ：浦添市様からの平成３０年４月２７日付けメールのご回答【ＮＴＴデータ 

九州】」 

⑳ 平成３０年７月１２日 ＮＴＴデータ九州の平成３０年７月１０日付け問い合

わせについて（回答） 

㉑ 平成３０年８月１４日文書 「第五次総合行政システム賃貸借契約及び第五次 

総合行政福祉システム賃貸借契約ＮＴＴデータ九州様の認識の違いについて」 

㉒ 平成３０年８月１４日議事録「第１２回目第五次総合行政システム及び第五次総

合行政福祉システム賃貸借契約に関する浦添市様とのお打合せ」 

㉓ 平成３０年８月２０日付 復命書 「第五次総合行政システム賃貸借契約のＮＴ

Ｔデータ九州様の認識の違いについて説明（平成３０年８月１４日）」 
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㉔ 平成３０年８月２７日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「２０１８年８月１４日打合せに関する回答と依頼事項【ＮＴＴデータ九州】」 

㉕ 平成３０年８月３１日 「ＮＴＴデータ九州の平成３０年８月２７日付け問い合

わせについて（回答）」 

㉖ 平成３０年９月４日付文書「２０１８年８月１４日協議で貴市が指摘された「Ｎ

ＴＴデータ九州様の認識の違いについて」に対する回答」 

㉗ 平成３０年９月４日付メール ＮＴＴ九州より受信 

「ＲＥ：２０１８年８月１４日打合せに関する回答と依頼事項【ＮＴＴデータ九州】」 

㉘ 平成３０年９月４日付文書  ＮＴＴ九州より受信 

「ご連絡」（平成３０年９月５日収受 浦企情第８１号） 

㉙ 平成３０年９月１１日 平成３０年９月４日付けご連絡について（回答）（浦企 

情第８１号） 

㉚ 平成３０年９月２６日付文書 「回答書」（平成３０年９月２８日収受 浦企情 

第９２号） 

㉛ 平成３０年１０月１５日 平成３０年９月２６日付け回答書について（回答） 

（浦企情第９２号） 

㉜ 書留・特定記録郵便等受領証（平成３０年１０月１５日発送分） 

㉝ 平成３０年１０月３０日付文書 ＮＴＴ代理人弁護士より収受 

（平成３０年１０月３１日収受 浦企情第１０９号） 

㉞ 平成３０年１１月１３日 平成３０年１０月３０日付けご連絡について（回答） 

（浦企情第１０９号） 

㉟ 平成３０年１１月２８日付文書 ＮＴＴ代理人弁護士より収受 

「ご連絡」 

 

（弁護士との協議） 

① 平成２５年１１月２８日 相談内容（送付）（浦企情６１号） 

② 平成２５年１２月３日付け 文書「相談内容」 Ｆ法律事務所宛て送付 

③ 平成２６年５月２１日付け 文書「相談内容」 Ｆ法律事務所宛て送付 

④ 平成２８年５月２５日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きについ

て（依頼）（浦企情第１９号） 

⑤ 平成２８年５月３０日 顧問弁護士利用報告書（報告） 

⑥ 平成２８年５月３１日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きについ

て（依頼）（浦企情第２２号） 

⑦ 平成２８年６月２日付け ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

⑧ 平成２８年６月２日付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

「ＲＥ：ＦＡＸでの相談の件」 
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⑨ 平成２８年６月２８日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きについ

て（依頼）（浦企情第３４号） 

⑩ 平成２８年７月５日付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

「ＲＥ：【確認依頼】第五次総合行政システム賃貸借契約相談の件」平成２８年９ 

月２６日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

⑪ 平成２８年９月２６日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きにつ    

いて（依頼）（浦企情第５１号） 

⑫ 平成２８年９月２７日付け メール Ｇ弁護士法人宛て送信 

 「280926ＦＡＸ相談の件」 

⑬ 平成２８年９月２９日付け メール Ｇ弁護士法人宛て送信 

⑭ 平成２８年９月３０日付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

 「ＲＥ：280926ＦＡＸ相談の件」 

⑮ 平成２８年１０月２０日 第五次総合行政システム解約手続きの調整について 

（議事録）（報告）（平成２８年１０月１２日 第五次総合行政システム解約手続き） 

⑯ 平成２８年１１月２８日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きに 

ついて（依頼）（浦企情第６５号） 

⑰ 平成２８年１１月２９日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

⑱ 平成２８年１２月１日付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

「ご相談への回答（１１月２８日相談）」 

⑲ 平成２８年１２月６日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きにつ 

いて（浦企情第６６号） 

⑳ 平成２８年１２月７日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

㉑ 平成２８年１２月９付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

「第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きについて」 

㉒ 平成２８年１２月９付け メール Ｇ弁護士法人宛て送信 

「Ｒｅ：第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きについて」 

㉓ 平成２８年１２月１４付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

「ＲＥ：第五次総合行政システム賃貸借契約の解約手続きについて」 

㉔ 平成２９年１月３０日 第五次総合行政システム賃貸借契約の請求書の返送に 

ついて（浦企情第７９号） 

平成２９年１月３０日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

㉕ 平成２９年２月１付け メール Ｇ弁護士法人より受信 

「１月３０日ＦＡＸ相談の件」 

㉖ 平成２９年７月１８日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解除について 

（浦企情第４８号） 

㉗ 平成２９年７月１８日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 
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㉘ 平成２９年７月２０日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人より受信 

「７月１８日付ＦＡＸ相談の件」 

㉙ 平成２９年７月２８日 顧問弁護士利用報告書（報告） 

㉚ 平成２９年８月２１日 第五次総合行政システム賃貸借契約の解除について 

（依頼）（浦企情第６０号） 

㉛ 平成２９年８月２１日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

㉜ 平成２９年８月２２日付け ＦＡＸ Ｇ弁護士法人より受信 

「８月２１日付ＦＡＸ相談の件」 

㉝ 平成２９年８月２５日 顧問弁護士利用報告書（報告） 

㉞ 平成３０年９月４日付文書 ＮＴＴ代理人弁護士より収受「ご連絡」 

㉟ 平成３０年９月６日 システム賃貸借契約の解除について（依頼） 

（浦企情第８１号） 

㊱ 平成３０年９月６日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

㊲ 平成３０年９月７日付け メール Ｇ弁護士法人より受信「システム賃貸借の件」 

㊳ 平成３０年１０月１日 顧問弁護士利用報告書（報告） 

㊴ 平成３０年１０月５日 システム賃貸借契約の解除について（依頼） 

（浦企情第９６号） 

㊵ 平成３０年１０月５日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

㊶ 平成３０年１０月１０日付け メール Ｇ弁護士法人より受信「ＮＴＴとの件」 

㊷ 平成３０年１１月７日 システム賃貸借契約の解除について（依頼） 

（浦企情第１１３号） 

㊸ 平成３０年１１月７日 ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信 

㊹ 平成３０年１１月９日付け メール Ｇ弁護士法人より受信「ＮＴＴデータの件」 

㊺ 平成３１年３月８日付け ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信「日程調整（依頼）」 

㊻ 平成３１年３月８日付け ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信「第１回口頭弁論期日

呼び出し状及び答弁書催告状」の写し 

㊼ 平成３１年３月１４日付け ＦＡＸ Ｇ弁護士法人宛て送信「訴訟・確認事項」 

㊽ 平成３１年３月１５日 顧問弁護士との相談について（報告） 

㊾ 平成３１年３月２０日 顧問弁護士利用報告書について（提出） 

 

（９）那覇地方裁判所 平成 31年（ワ）第 91号賃貸借料請求事件に関する事務 

〔契約関係〕 

（弁護士委任） 

① 平成３１年３月２０日 訴訟委任状について（提出）（浦企情第１７９号） 

② 平成３１年３月２５日 随意契約について（執行）弁護士報酬に関する契約 

③ 平成３１年３月２６日 予定価格について（設定）弁護士報酬に関する契約 



58 

 

④ 平成３１年３月２６日 随意契約について（締結）弁護士報酬に関する契約 

⑤ 平成３１年３月２６日 委任契約書 

⑥ 平成３１年３月２６日 支出負担行為伺票 弁護士報酬（着手金） 負担行為額

5,400,000円 

 

 （その他契約） 

① 令和３年３月３日 令和２年度 第五次浦添市総合行政システム運用管理報告

書作成委託について（執行） 

② 令和３年３月３日 令和２年度 第五次浦添市総合行政システム運用管理報告

書作成委託について（予定価格設定） 

③ 令和３年３月３日 令和２年度 第五次浦添市総合行政システム運用管理報告

書作成委託について（締結） 

④ 令和３年３月３日 令和２年度 第五次浦添市総合行政システム運用管理報告

書作成委託書 

⑤ 令和３年３月３日 支出負担行為伺票 令和２年度 第五次浦添市総合行政シ

ステム運用管理報告書作成業務委託契約 負担行為額 550,550円 

⑥ 令和３年３月２４日 検収員について（任命） 令和２年度 第五次浦添市総合

行政システム運用管理報告書作成業務委託契約 

⑦ 令和３年３月３１日 運用管理報告書 令和２年度 第五次浦添市総合行政シ

ステム運用管理報告書作成業務委託契約 

⑧ 令和３年３月３１日 委託業務完了検収報告書 令和２年度 第五次浦添市総

合行政システム運用管理報告書作成業務委託契約 

⑨ 令和３年６月７日 随意契約について（執行） 令和３年度 第五次総合行政シ

ステム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約① 

⑩ 令和３年６月７日 随意契約について（締結） 令和３年度 第五次総合行政シ

ステム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約① 

⑪ 令和３年６月７日 令和３年度 第五次総合行政システム運用管理に関する技

術者確認作業等に要する費用の単価契約書① 

⑫ 作業報告書 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等に要

する費用の単価契約① 

⑬ 令和３年６月７日 支出負担行為伺票 令和３年度 第五次浦添市総合行政シ

ステム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約① 負担行

為額 71,500円 

⑭ 令和３年８月２６日 テーブル作成依頼書について（提出） 令和３年度 第五

次総合行政システム運用管理確認作業委託料② 

⑮ 令和３年９月１日 随意契約について（執行） 第五次総合行政システム運用管
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理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約② 

⑯ 令和３年９月１日 随意契約について（締結） 第五次総合行政システム運用管

理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約② 

⑰ 令和３年９月１日 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業

等に要する費用の単価契約② 

⑱ 令和４年１月２１日 随意契約について（執行） 第五次総合行政システム運用

管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約②の追加執行について 

⑲ 令和４年３月３１日 作業報告書 第五次総合行政システム運用管理に関する

技術者確認作業等に要する費用の単価契約② 

⑳ 令和４年３月３１日 検収員について（任命） 令和３年度 第五次総合行政シ

ステム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約② 

㉑ 令和４年３月３１日 委託業務完了検収報告書 令和３年度 第五次総合行政

システム運用管理に関する技術者確認作業等に要する費用の単価契約② 

 

 〔裁判関係書類〕 

① 平成３１年３月１１日 那覇地方裁判所からの書類収受について（報告） 

② 平成３１年４月２日 指定届について（提出） 

③ 平成３１年４月１１日付け メール Ｇ弁護士法人より受信「答弁書の提出」 

④ 平成３１年４月１１日 答弁書（平成３１年４月１１日）の概要 市長供覧 

⑤ 判決 

 

（裁判所提出書類） 

＜原告＞ 

① 第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状 訴状（副本） 注意事項（通常事

件用） 送達場所等の届出書兼訴訟進行照会に対する回答書 証拠説明書（副本） 

甲第１～１６号証の７ 

② 原告第１準備書面 証拠説明書（２） 甲第１７～３５号証 

③ 原告第２準備書面関係書類 証拠説明書（甲３６～５１） 甲第３６～５１号証 

④ 原告第３準備書面 

⑤ 原告第４準備書面 証拠説明書（甲５２～６５）  

⑥ 原告第５準備書面 証拠説明書（甲６６～６９） 甲第６６～６９ 

⑦ 原告第６準備書面  

⑧ 原告第７準備書面関係書類 証拠説明書（甲７０の 1～７２の２０） 訴えの変

更申立書 

⑨ 原告第８準備書面関係書類 証拠説明書（甲７３～７５） 甲第７３～７５ 
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   ＜被告＞ 

① 答弁書 

② 準備書面（１） 証拠説明書（乙１） 乙第１号証 

③ 準備書面（２） 証拠説明書（乙２～７） 乙第２～７号証の２ 

④ 乙第８号証 

⑤ 証拠説明書（乙９）乙第９号証 

⑥ 準備書面（３）  

⑦ 準備書面（４） 証拠説明書（乙１７～１９） 乙第１７～１９号証 

⑧ 準備書面（４） 再提出分 

⑨ 準備書面（５） 証拠説明書（乙２０） 乙第２０号証 

⑩ 準備書面（６） 証拠説明書（乙２１～２４） 乙第２１～２４号証 

⑪ 準備書面（７） 証拠説明書（乙２５～３１） 乙第２５～３１号証 

⑫ 証拠説明書（乙３２～３３） 乙第３２～３３号証 

 

  （訴訟報告書等） 

① 訴訟報告書（訴訟期日：令和元年１０月８日～令和４年１月１１日分） 

② 訴訟期日報告書（訴訟期日：令和元年５月２８日～令和４年１月１１日分） 

 

（10）福岡高等裁判所 那覇支部令和４年（ネ）第 76 号賃貸借料請求控訴事件に関する

事務 

〔契約関係〕 

 （弁護士委任） 

① 令和４年３月２８日 訴訟委任について（委任） 

② 令和４年３月２９日 随意契約について（執行） 弁護士委任契約 

③ 令和４年３月２９日 随意契約について（締結） 弁護士委任契約 

④ 令和４年３月２９日 委任契約書 

⑤ 令和４年４月７日 随意契約について（執行） 弁護士委任契約 

⑥ 令和４年４月７日 予定価格について（設定） 弁護士委任契約 

⑦ 令和４年４月１１日 訴訟委任について（締結） 弁護士委任契約 

⑧ 令和４年４月１１日 委任契約書 

⑨ 令和４年４月１１日 訴訟委任について（委任） 弁護士委任契約 

⑩ 令和４年４月１１日 支出負担行為伺票 弁護士委託料（着手金）負担行為額

5,500,000円 

⑪ 令和５年４月１４日 報酬に関するご相談 

⑫ 令和５年５月２２日 弁護士委任契約の変更契約について（執行伺） 

⑬ 令和５年５月２６日 弁護士委任契約の変更契約について（締結伺） 
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⑭ 令和５年５月２６日 変更契約書 

⑮ 請求書 

 

  （その他契約） 

① 令和４年４月１１日 随意契約について（執行） 第五次総合行政システム運用

管理に関する技術者確認作業等委託契約 

② 令和４年４月１１日 予定価格について 

③ 令和４年４月１１日 随意契約について（締結） 第五次総合行政システム運用

管理に関する技術者確認作業等委託契約 

④ 令和４年４月１１日 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業

等委託契約書 

⑤ 令和４年４月１１日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム運用管理に関

する技術者確認作業等委託契約 

⑥ 令和４年７月６日 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等

委託変更契約（執行） 

⑦ 令和４年７月６日 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等

委託変更契約（締結） 

⑧ 令和４年７月６日 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等

委託変更契約書 

⑨ 令和４年７月６日 支出負担行為伺票（変更増）第五次総合行政システム運用管

理に関する技術者確認作業等委託契約 

⑩ 令和５年３月３１日 作業報告書 

⑪ 令和５年３月３１日 検収員について（任命） 

⑫ 令和５年３月３１日 委託業務完了検収報告書 

⑬ 令和５年５月２３日 支出命令書 第五次総合行政システム運用管理に関する技

術者確認作業等委託契約 

⑭ 令和５年５月２９日 随意契約の執行について（第五次総合行政システム運用管

理に関する技術者確認作業等委託契約） 

⑮ 令和５年６月８日 随意契約の締結について（第五次総合行政システム運用管理

に関する技術者確認作業等委託契約） 

⑯ 第五次総合行政システム運用管理に関する技術者確認作業等委託契約書（令和５

年度） 

⑰ 令和５年６月８日 支出負担行為伺票 第五次総合行政システム運用管理に関す

る技術者確認作業等委託契約 

⑱ 令和５年７月１２日 検収員について（任命）（第五次総合行政システム運用管理

に関する技術者確認作業等委託契約） 
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⑲ 令和５年７月１２日 委託業務完了検収報告書 

⑳ 令和５年７月１２日 検収結果通知について 

㉑ 令和５年８月２１日 支出命令票 第五次総合行政システム運用管理に関する技

術者確認作業等委託契約  

 

 〔裁判関係書類〕 

（控訴手続き） 

① 平成４年３月１７日 控訴の提起について（意思決定） 

② 平成４年３月１７日 浦添市議会令和４年３月定例会追加議案部長会議用の議

案について（提出） 

③ 平成４年３月２９日 控訴状貼用印紙受領書 

④ 令和４年４月６日 控訴において第１審弁護士の他に他の弁護士を活用するこ

とについて（意思決定） 

⑤ 令和４年４月７日 控訴における委任弁護士の決定について（意思決定） 

⑥ 令和４年４月１１日 訴訟委任状 

⑦ 令和４年５月１８日 控訴理由書の提出について（提出） 

 

（裁判所提出書類） 

  ＜控訴人＞ 

① 令和４年５月１８日 控訴理由書の提出について 

② 控訴理由書 証拠説明書 乙第３４～５８号証 訴訟委任状 

③ 令和５年１月１３日 控訴人準備書面（１）（２）（３）について（提出） 

④ 控訴人準備書面（１）（２）（３） 証拠説明書（２） 乙第５９～７０号証 

⑤ 令和５年４月２１日 控訴人準備書面（４）、証拠説明書（３）の提出について（提

出） 

⑥ 控訴人準備書面（４） 証拠説明書（３） 乙第７１～７２号証 

⑦ 令和５年７月６日 控訴人準備書面（５）（６）、証拠説明書（３）の提出につい

て（提出） 

⑧ 控訴人準備書面（５）（６） 証拠説明書（４） 乙第７３～９６号証 

 

  ＜被控訴人＞ 

① 上申書 

② 控訴答弁書 証拠説明書（９） 甲第７６～８７号証 

③ 被控訴人準備書面（１）（２）（３） 証拠説明書 甲第８８～１１６号証 

  

 （期日報告書） 
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  期日報告書（訴訟期日：令和４年１０月２４日～令和５年７月１４日分） 

 

 （和解関係） 

① 令和５年７月２４日 和解協議に係る和解条項案について（意思決定） 

② 令和５年７月２６日 和解協議に係る和解条項案の変更について（意思決定） 

③ 令和５年８月１８日 議案第４８号 裁判上の和解について 

④ 令和５年８月８日  議決証明書交付申請書について（申請） 

⑤ 令和５年８月２１日 議決証明書交付申請書について（申請） 

⑥ 令和５年８月２１日 事務連絡（令和５年８月２２日期日取り消し） 

⑦ 令和５年９月８日  和解調書 

⑧ 令和５年９月１３日収受 和解調書供覧 

⑨ 令和５年９月１３日   和解成立のご報告（報告） 

 

【予算管理簿】 

  平成２５年度～平成２８年度 

令和２年度～令和５年度 


